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午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら平成３０年第７回美幌町議会定例会第２

日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、６番戸澤義典さん、７番早

瀨仁志さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。 

昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。 

５番稲垣淳一さん。 

○５番（稲垣淳一君） 〔登壇〕 それで

は、通告順にしたがいまして、一般質問を

させていただきます。 

防災体制の充実、強化策についてお尋ね

いたします。 

備品の整備や訓練による防災意識の向

上、対策の強化についてであります。 

今月６日未明に発生いたしました北海道

胆振東部地震による影響で、大規模停電が

起きました。北海道全域にわたり、一時は

２９５万戸に上る被害でした。 

本町もその影響を受け、復旧には早いと

ころでも７日の未明となり、遅い地域では

７日の午後９時過ぎという状況でした。こ

の間、災害対策本部を立ち上げ、事態の収

拾、各種対策に対応されたことと思いま

す。 

ふだんから各種防災訓練等に取り組んで

いますが、このことにより、町民は災害へ

の意識がより高まったことと思います。 

さらなる防災意識の向上につなげるため

にも、今までの訓練のあり方、防災備品の

あり方、現在の復旧状況を町民に知らしめ

る手段等を検証してみる必要があります。 

防災計画どおり対策がなされたことや、

思いどおりにいかなかったことなど、防災

対策への評価等の考えをお示しください。 

二つ目、災害時における避難者支援体制

の強化についてであります。 

避難行動要支援者制度は、平成２３年の

東日本大震災においては、被災地全体の死

者数のうち６５歳以上の高齢者の死者数は

約６割であり、障がい者の死亡率は、被災

住民全体の死亡率の約２倍に上りました。 

他方で消防職員、消防団員の死者、行方

不明者は２８１名、民生委員の死者、行方

不明者は５６名に上るなど、多数の支援者

も犠牲となりました。 

こうした教訓を踏まえ、平成２５年の災

害対策基本法の改正において、避難行動要

支援者名簿を活用した実効性のある避難支

援がなされるよう、名簿の作成が義務づけ
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られました。 

行政からの町民、各自治会への指示体系

や、現在の名簿登録者数を含む作成状況、

さらには、個別支援計画の作成状況と活用

状況についてお示しください。 

２点目であります。 

中心市街地活性化への支援に対する進捗

状況についてお尋ねいたします。 

中心市街地活性化事業に対して、平成２

７年第３回定例会において一般質問をさせ

ていただきました。この事業は、商店街の

活性化のみならず、美幌町の未来を左右す

る大事な事業になるものであります。 

あれから３年が経過した現在、具体的な

動きが示されておりませんが、どのような

状況にあるのか、今後の方向性を含めてお

示しください。 

二つ目であります。 

店舗リフォーム促進支援事業、起業家支

援事業補助の拡大についてであります。 

現在、観光まちづくり協議会で積極的に

取り組んでいます各種イベントも、ヨガを

通して健康と美容のまちづくりや、美幌峠

の雲海、星空観察等幅広く展開をしていま

す。以前の通過型観光からの脱却を図る基

礎固めが着々と進んでいるように思われま

す。 

新規の宿泊施設の誘致も大事であります

が、既存宿泊施設のリニューアルも急務と

感じます。通常の商業店舗に比べ、施設整

備に多額の投資が必要とされる施設に対し

て、店舗リフォーム補助金の上限額の引き

上げを実施し、観光事業対策に拍車をかけ

てはと考えます。 

さらには、空き家対策の一つとして、民

泊に利用可能な物件にも同様の施策をと考

えます。 

町長のお考えをお示しください。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 稲垣議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

初めに、防災対策の充実、強化策につい

てでありますが、１点目の備品の整備や訓

練による防災意識の向上、対策の強化につ

いてであります。 

今回の停電において、影響のある施設を

所管する職員は発災後直ちに、その他の全

職員は午前７時の招集指示により登庁した

ことから、職員の初動対応につきまして

は、防災計画に基づく行動がとられたもの

と考えております。 

備品の整備につきましては、停電時の電

源確保用として、発電機を備品計画に基づ

き整備を図ったことにより、一定の対応が

できたところであります。 

各家庭に配布いたしました非常用持出備

品で不足をした備品については、各家庭に

おいて整備をいただくようＰＲを図ってま

いりたいと考えております。 

一方で災害の詳細、電力の復旧状況、物

流状況などの情報収集に努めておりました

が、詳細不明や検討中といったものが多

く、正確な情報を提供することが困難な状

況でありました。 

しかしながら、災害時において安全な行

動や、正確な情報発信は不可欠なものであ

りますので、一層の情報収集を図るととも

に、効果的な発信伝達方法について検討を

進めていきたいと考えております。 

また、今回の停電事案は自助、共助が重

要となるものであったと認識しております

ので、それらの啓蒙啓発を一層充実してい

きたいと考えております。 

２点目の災害時における避難者支援体制

の強化についてでありますが、現在、７５

歳以上の高齢者等の方を対象とし、２,２４

７名の名簿登録、８９４名の個別支援計画

を作成しております。 

支援を受ける側と支援する側が、転出、

死亡、施設入所などの諸事情により支援を

不要とした場合には、計画書の削除を行う

などの整理を行っております。 
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なお、両者とも生活環境が日々変化して

いることから、支援計画については定期的

に見直す必要がありますが、取り組みにあ

たっては、特に、自治会の全面的な協力が

必要であります。 

今後、検証を含めた中で、美幌版個別支

援計画書の整備に向け、引き続き作業を進

めていきたいと考えております。 

次に、中心市街地活性化事業について。 

中心市街地活性化への支援に対する進捗

状況についてでありますが、中心市街地活

性化施設整備に係る調査、検討につきまし

ては、平成２７年度から商工会議所との協

議を８回、それと並行して庁内における検

討会議を８回開催し、スピード感を持って

進めてきたところであります。 

検討内容としましては、にぎわいの駅構

想などを今後の商店街の活性化にどうつな

げていくのか、また、まちづくりにおける

中心市街地の役割について、具体的な案を

もとにその必要性や課題の整理などを行っ

てきましたが、施設を整備する上において

最も重要であるコンセプトの構築や必要と

なる機能などを、連合商店会を交えた商工

会議所の中で再度時間をかけて精査してい

く必要があるとの結論に至ったところであ

ります。 

この結論に対し、町としましては、商工

会議所や連合商店会と意見交換を行い、ま

ずはソフト事業の推進が重要との判断か

ら、北１商店街のコミュニティースペース

の設置に対する支援や、今後、商店街を担

っていかれる若者を対象に、先進地への視

察や、先進地から講師を招いてのセミナー

の開催などに継続して支援しており、これ

らの事業を通して商店街において新たなイ

ベントなどの取り組みにつなげていただ

き、それらの活動の中から、整備しようと

する施設にどのような機能が必要なのかを

導き出していけるよう進めているところで

あります。 

中心市街地活性化の促進は、本町にとり

ましても重要かつ喫緊の課題であると認識

しているところであり、空き店舗活用事

業、店舗リフォーム促進支援事業、プレミ

アム商品券発行事業など既存事業を継続し

ながら、今後も商工会議所を初めとした関

係団体と連携を図り、積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。 

次に、２点目の店舗リフォーム促進支援

事業、起業家支援事業補助の拡大について

でありますが、宿泊施設の誘致につきまし

ては、第６期美幌町総合計画の施策に掲げ

られ、美幌町観光革新戦略ビジョンにおい

ても、宿泊施設が少ないことが課題とし

て、滞留型及び滞在型観光の推進の基本方

針のもと、宿泊施設の誘致を目標に掲げて

いるところであります。 

御質問の既存宿泊施設のリニューアルに

対する店舗リフォーム補助金の上限額の引

き上げについてでありますが、現在の制度

の中においても、宿泊施設の改修に対して

は補助金の対象となっているところです

が、大規模な改修については想定していな

いため、そのあり方や現行制度との整合性

について、今後、調査研究をしてまいりた

いと考えております。 

また、空き家対策の一つとして、民泊に

利用可能な物件にも同様の施策をについて

ですが、空き家に対する民泊への活用につ

いては、本年６月に美幌商工会議所におい

て立ち上げた美幌シェアリングエコノミー

検討委員会でその可能性について調査検討

を行うこととなっており、本町としてもこ

の委員会に参画をしているところでありま

す。 

また、本町では、平成３０年８月に美幌

町空家等対策協議会を設置し、今後、美幌

町空家等対策計画を策定することとしてお

ります。この美幌町空家等対策計画におい

ては、空き家等の発生抑制、空き家等の利

活用、管理不全な空き家等の解消の大きく

３つのカテゴリーでの対策を推進すること

を想定していることから、空き家等の利活
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用の分野において、民泊施設への考え方に

ついても、空家等対策協議会委員の意見を

いただきながら整理を行うとともに、町と

しての今後の対応について検討してまいり

たいと考えておりますので、御理解のほど

よろしくお願いをいたしたいと思います。 

以上、答弁させていただきました。 

よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） まだなかなか災害

の傷も癒されない地域も大いにあるとは思

いますが、美幌町におきましては、停電が

２日以上続いた地域もあるように思います

けれども、大体が復旧しています。 

また、ガス、水道等については、そう大

きな事故もなかったということで、町民の

皆さんも比較的穏やかに何とかしのいでい

たというふうに、私個人思っております

が、昨日の行政報告を含めまして、今回の

停電における、災害等々の対応について、

るる質問がされているところであります

が、私としては今回、情報の発信の仕方、

備品、備蓄のあり方について、改めて再質

問をさせていただこうと思います。 

美幌町が町民の皆様に、今回の災害に対

する災害の状況だとか、今後の見通しだと

か、特にお店の状況ですとか、燃料でもか

なり渋滞が起きたというふうにも聞いてお

りますし、私の家族もそういうふうに経験

をしておるところでありますが、そういう

情報の収集の仕方、命令系統、情報の発信

の仕方については、どのような指示系統

等々で動いていたのでしょうか、お尋ねい

たします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今御質問のあ

った、今回の停電の中でさまざまな情報収

集については、相当苦慮したところがござ

います。 

まず、停電の復旧状況につきましては、

逐一北電のほうに電話等で問い合わせをし

たところ、なかなか電話がつながらないと

いう状況の中で、協定に基づいて、北電の

ほうからは停電の状況については、報告が

ありましたけれども、復旧については、そ

のたび見込みが立っていないというような

状況の中で、いつごろを復旧が見込めるの

かという具体的な日時等については、なか

なか北電のほうから情報として入ってこな

かったというところが、電気の復旧関係で

は１点、そういったことからいけば、正確

な情報を町民の皆様にお伝えすることがで

きなかったというところもございます。 

それから、物流等につきましては、それ

ぞれ各大型店舗等、コンビニを含めて、物

流の動き方について確認をしたところでご

ざいますけれども、６日の情報としては今

検討中ということで、どういう状態で商店

が再開をできるかという情報もなかなか得

られなかったというのが現実でございま

す。 

そういった中で、それぞれ正確な情報を

町民の方々にどのように発信するかという

ことについては、停電になると情報発信の

手段の多くが遮断されるという状況の中か

ら、今回については、とりあえずは、広報

車による広報の中で、正確な状況と、この

時点で、今後こういう復旧が図られますと

いう情報発信ができなかったものですか

ら、何か困ったことがあれば、役場のほう

にお問い合わせくださいという広報をさせ

ていただいたわけでございますけれども、

逆に、町民の方がその広報を聞いて、どう

思ったのかというところも１点整理をしな

ければいけないだろうというふうに思って

おります。 

いずれにしても、情報発信につきまして

は、正確な情報をタイムリーに提供してい

くことが重要であろうと考えておりますの

で、まずは、情報の収集のあり方の再確認

と、それから停電時におけます情報発信の

方法、それから、伝達の方法等々について
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は、今回の停電の中では大きな課題として

残っているというところで、再検証を図っ

ていく必要があるというふうに考えている

ところでございます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 震災があけて、ま

だ間もないという状況の中では、なかなか

検証は難しいという思いもありますが、私

があえてこの短い間の中で一般質問をさせ

ていただく理由は、またいつ何どき起こる

かもわからないという状況の中で、余り悠

長なことも言ってられないだろうという思

いがありまして、今回の一般質問に取り上

げたわけですが、改めて、北電への問い合

わせは理解しますが、物流関係、コンビニ

とか、どういう情報収集の仕方をしたので

しょうか。 

電話で確認したのか、それとも職員が皆

さん一軒一軒回って、具体的にどういう状

況なのかということを確認されたのか、と

いうことをお尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 大型店舗を含

めて、店舗が開いていないという状況の中

だったものですから、それぞれの店舗等に

電話で確認をさせていただいたところでご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） その回数は、１日

何回ぐらいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 正確な回数は

わかりませんけれども、情報といいます

か、動きがあるような中では、その都度確

認をさせていただいたので、数回にわたっ

て各店舗に確認をさせていただいておりま

すが、大きく状況が変わっているというの

は停電をしてるということで、運送会社の

方が車を走らせないということがあって、

ものがなかなか動かないという状況がしば

らく続いていたというところでございま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 広報車、毎度いろ

いろと聞き取りづらいだとか、何を言って

いるかわからないということをよく指摘さ

れるのですが、何台体制で動いていたので

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今回、１番最

初は７時半です。災害対策本部を立ち上げ

た後の７時半に、町内５地区に分けて、５

班体制で広報活動を行いました。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） ５地区ですから、

うまく回ったのかどうかはわからないです

が、雨とか風とかで、窓は開放されていな

いお宅も多い中で、何か音が聞こえるけれ

ども外に出て見たら行ってしまったとか、

わからなかったという話が毎度のこと聞か

れるかと思います。 

私たち議員も、４年に一度そういう広報

車といいますか、車に乗って走り回ること

があるわけですが、皆さんに聞いてもらわ

ないと通じないというのは、これはどんな

ことに際しても一緒なのですが、やはり思

いとしては発信したい思いがあれば、５分

おきがいいのか、５００メートルおきがい

いのか、その辺は検証しなくてはならない

のでしょうけれども、やはり立ちどまっ

て、そこで皆さんに聞いてもらうという余

裕を持った広報活動が必要なのではないの

かと思うのです。 

ただしゃべりながら行ってしまったら、

風の関係だとか、今は高気密の家も多いわ

けですから、なかなか聞き取れないです。

本当に聞いてほしいという思いで回ってい

ただきたいなというのが正直な思いです。 

まして、耳の遠い方とかいろんな方もい

らっしゃる中で、大変でしょうけども、各
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エリア、地区に分けて、広報活動していた

だきたいです。走り回るだけでは、絶対に

これは伝わらないと、再三言われている話

なので、その辺は改めて検証していただい

て、取り組んでいただきたいと思います。 

やはり、緊急性を要することなので、電

源がままならないという状況の中ですか

ら、その辺は検証していただきたいという

ことと、また、町のホームページ、フェイ

スブック、いろんな災害状況について発信

されていたかと思います。 

私の家の場合を限って言えば、どうして

もパソコンが使えないものですから、スマ

ートフォンでの情報収集になってしまった

のですが、そこで、美幌町の公式フェイス

ブックというものがありまして、これが、

９月６日の７時３７分から９月１０日の１

１時３６分まで９回に分けて発信されてお

りました。 

その内容は、９月６日７時３７分、廃棄

物処理場へのごみ持ち込み中止のお知ら

せ、これが最初の案内でした。 

同日９時１１分に、「道内で発生した地

震の影響により、現在、北海道全域で停電

になっています。現時点では復旧の見通し

が立っていませんので、何か不明な点がご

ざいましたら、美幌町役場までお問い合わ

せください。また、地震の影響により、今

後美幌町内で断水となる見込みはありませ

んので、冷静な御対応をお願いします」

と、こういう内容でありました。 

断水の心配はないというこの一言が、非

常に私どもが大きく安心をした部分であり

ます。 

しかしながら、停電の復旧がいつ行われ

るのかという部分については、これは今ほ

ど部長もお話ししていたように、なかなか

情報が錯綜していました。 

同じく１０時３６分、美幌ふるさと祭り

が中止すると、３時２２分には、あした９

月７日は、小中学校臨時休校します。ま

た、同日５時半には、ごみ収集と廃棄物処

理場への持ち込みについての御案内があり

ました。この日はこれで終わったのです。 

９月７日、翌日１時４０分になります

が、昨日発生した地震に伴う停電の影響に

より、町民会館で開催予定のイベントにつ

いての中止の連絡、同じく９月７日の１５

時１分、９月８日、９日のごみ収集と廃棄

物処理場のお知らせがありました。 

９月７日は、この２点です。 

９月８日１１時２分、廃棄物の持ち込み

についての御案内、４時から５時までに延

びましたという内容でした。 

９月１０日の１１時３０分には節電のお

願いと、以上９件のフェイスブックの発信

があったのですが、ごみ収集がこれだけ大

事だったという判断で、こういう発信をさ

れたということで理解してよろしいでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 今回のごみに

つきましての情報発信は、ごみの搬出、一

般ごみとか、資源ごみ、廃棄物がありまし

たので、町民生活に影響する部分で、ごみ

の収集、問い合わせ等もその都度ある部分

がありましたので、発信をさせていただい

たところでございます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 町長が、このフェ

イスブックをごらんになっていたかどうか

は知りませんけども、この２日間、３日間

にわたって、この９件の発信内容、もちろ

んホームページで補完しているのか、フェ

イスブックが補完なのか、広報車がメーン

だからこれで良かったのだろうかとか、い

ろんな思いがあると思うのですが、発信内

容については、町長の感想はいかがでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今質問があったよ

うに、ごみの搬出についてのフェイスブッ

クの発信が多かったのではないかなと、そ
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んな思いをしております。 

最初の９月６日、この時には、ごみだと

か、断水の関係、ふるさと祭りが中止であ

るとか、あるいは臨時休校と、これは、最

大限に情報収集した結果で、最初にお話し

ました物流だとか、北電の関係だとかは情

報がないので、そういうことがフェイスブ

ックにも載せられなかったのではないかと

いう思いを今しております。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） それでは、電話で

問い合わせがたくさんあったかと思うので

すが、何件ぐらい、どのような問い合わせ

が多かったのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 件数は覚えて

おりませんけれども、問い合わせで多かっ

たのは、まず、電気の復旧についての問い

合わせで、北海道電力北見支店に問い合わ

せをしてもなかなか電話がつながらないと

いうことから、役場のほうに多くの問い合

わせをいただいたということが、１番多い

問い合わせの内容でございます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） このように現場が

混乱している中で、大変な思いもわかるの

ですが、やはりそれ以上に、我々日々の暮

らしを行う者も、もちろん災害ですので自

分たちの身は自分たちで守る、これはもう

最低限やらなければならないことですし、

何でもかんでも行政におんぶにだっことい

うことは、私も思っておりませんけども、

ただ、やはり先ほど部長がおっしゃってい

ますように、正確な情報を流すということ

が、我々の安心感につながる。これは、皆

さん共通の認識であるかと思います。 

そこで、現在、正しい間違いがないとい

うものを聞いてから発信しているようで

は、これまた、我々情報困窮者といいます

か、情報に対して、フェイスブックもホー

ムページも確認できない人間にとっては、

一体どう暮らしていったらいいのかとなり

ます。 

ある方は、近所に身内だとかがいれば、

いろんな手助けを受けたという方ももちろ

んいらっしゃいますが、中には、いろんな

障がいがある方とか、ひとり暮らしだとか

いう方に対しては、日ごろのコミュニケー

ションを持ってないと、本当に困る話であ

りまして、最悪のことも考えられるという

状況を、一時誰しもが思ったかもしれませ

ん。 

そんな中で、やはり、その情報の発信、

広報がいかに大事かということを、このた

びの停電で、私たちも身につまされた思い

をしているところであります。我々も、自

治会等々でどういう工夫ができるのかとい

うことを考えた中で、やはり、知り得る情

報を一つでも多く出してほしい。 

今回も、ＳＮＳ等でデマが大変流れたわ

けです。断水するかもしれない、電気がと

まればポンプが動かせない、それに伴っ

て、水がとまる、正直、私のうちも家族か

ら水がとまるかもしれないので、風呂に水

をためておくようにと、そういう連絡があ

ったりとか、最悪、断水にならなければ、

それはそれでいい話だし、また、いろいろ

と水は使えるわけですから、多少のことは

首をかしげながらも、対応した経緯があり

ましたけども、今回、建設水道部の皆さん

の御尽力で、水がとまることもなく、本当

にこれは、町民こぞって安心して、停電の

中、安心して暮らせた大きな要因だったの

かなというふうには感じております。 

情報発信については、改めて精査してい

ただいてお願いしたいという部分と、フェ

イスブックとかホームページだけでは情報

を取りに行けないという部分もあるのです

が、ただ、スマートフォンを使っていらっ

しゃる、携帯電話等々で情報をとれる方に

関しては、自分が得た情報は、隣近所のコ
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ミュニケーションをもって、発信していた

だけるように、また、これは自分たちの反

省も含めて、自治会等々できちんと動かな

くてはならないところなのだろうなという

のは、思いとしてはあります。 

そこで、方法論の中で、フェイスブック

とかツイッター、いろいろな手法があるの

ですが、調べていく中で、熊本市、先般、

地震災害に遭った地域ですけども、ライン

という無料情報通信アプリがあるのです

が、会社との契約になっているようなので

すけども、セグメント別に発信する、要は

絞り込み情報です。このことは、私も今回

の災害にかかわらず、いろんな場面で一般

質問をさせていただいているところなので

すが、町民が今困っていることは何か、例

えば、子育て支援の問題なのか、ごみ処理

の問題なのか、学校が臨時休校の問題なの

か、いろんな分野で、皆さんそれぞれ欲し

がっている情報はさまざまあると思いま

す。それを、会員登録するときに、例え

ば、私は５０代の男性で、ふだんは飲食店

の情報が欲しいだとか、介護の相談がした

いのでそういう情報が欲しいだとか、そう

いう情報を細分化したものを取り込むとい

うことが、今、一般ユーザーといいます

か、お客さんは求めている。 

そういうことを絞り込み化して、発信で

きるという仕組みを熊本市は取り込んでい

るのです。それによって、熊本市で、現在

１万８,０００人を超えるフォロワーといい

ますか、利用者がいて、利用されていると

いうことです。 

日本の人口の７割強をカバーするという

ラインですので、美幌町でもきっと、ここ

にいらっしゃる大勢の方が利用されている

ツールだと思いますので、ぜひ、多少の経

費がかかるようではありますけども、いか

に素早く、必要な情報を町民の皆さん届け

るかということを、いち早く検証していた

だいて、取り組んでいただく努力をしてい

ただきたいと、そのように思っておりま

す。 

今回のラインの取り組みについてはいか

がお考えでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今回の停電で、１

番の反省点といいますか、教訓といいます

か、それがやはり、情報収集をどうする

か、その情報収集に基づいて情報伝達をど

うするかというところが１番反省点でもあ

り、今後の課題ではないかと思っておりま

す。 

また、今、いろいろお話がありましたよ

うに、ホームページを見たり、ＳＮＳを見

たり、フェイスブックを見たりというよう

なこともありますけれども、これはやや若

い方が中心だと思いますので、お年寄りと

か、あるいは、単身の高齢者の方含めてど

うするかという問題は、我が町において今

１番頼りになるのは広報車なのですけれど

も、これもスピーカーの向きによって、全

く聞こえなかったり、正面と後ろだけだと

横はほとんど聞こえない状態になると思い

ますので、あと、住宅の密閉性も今は非常

に高くなっていますので、これらのことを

どういうふうに改善していくかということ

を考えていかなければ、本当に伝えたい情

報が伝わらないということになって、その

ことで不幸な結果を招かないようにしたい

という、そんな思いでおります。 

例えば、四つ角ごとに車をとめて、セッ

トカーによる情報を発信するだとか、いろ

んな方法があると思いますので、それらに

ついても、今後早急に検討してまいりたい

と、そのように思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） ２点目の災害時に

おける避難者支援体制についてであります

が、答弁によりますと、名簿等々について

は作成中ということもあります。 

申しわけないです。 

最後に、先ほどの件で、備品の関係で一
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つだけお尋ねいたします。 

各家庭に配布していました非常用持出備

品についてでありますが、不足している備

品については、各家庭において整備をいた

だきたいというふうなことであります。 

ことしも５００セットを１６０万円ほど

予算をつけているわけですが、５００セッ

トというと、大体配り終えて、例えば、新

しく転入された方だとか、いろんな方への

補完の数字なのかと思ってはいるのです

が、今回、いろいろと備品の中で、役場の

行政の思いとしては、こういう備品はあく

までも参考になるもので、これを一つのき

っかけとして、各自でいろいろと防災対策

をしてほしいという思いで配っているとい

うふうに理解はしているのですが、ただ、

いかんせん、やはりもらったからこれでも

う大丈夫という方は全部ではないと思うの

ですが、初めて開いた、初めて使ってみた

という方が、残念ながら多くいらっしゃい

ます。 

私もメールだとか、聞き取りで五、六十

件のお話を聞いたのですが、大半が、中の

充電器をいいものがあったと思ったけれ

ど、なかなか使いこなせない。こなせない

のか、機器に不具合が多かったのか、その

辺について、ほとんどの方のお話の中であ

ったのですが、それについて、何か聞き及

んでいる事はあるでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 特に、照明と

ラジオのついた充電器については、ガラケ

ーしか充電ができないということもあっ

て、用途としては厳しいものがある、ある

いは、きちんと充電がされない、いくら１

分間に何十回ということで書いてあります

けれども、それをやってもなかなか充電さ

れないということで、使えないという御意

見も多くいただいているところでございま

す。 

ただ、そういったことも含めて、それぞ

れの家庭で必要なものについては、今回の

教訓も含めて、家庭の中でそろえていただ

きたいというふうに思っていますし、そう

いった内容について、全戸が停電をすると

いう想定も正直していなかったのが現実で

ございますので、それらの教訓も踏まえ

て、きちんとした各家庭の備品、防災の備

蓄計画の中でも家庭の中で備えてほしい備

品を書いておりますので、それもあわせて

周知、ＰＲを図っていきたいというふうに

考えてございます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 不具合なのか、商

品の検品が悪いのかわかりませんけども、

余りにもたくさんの方から使えないという

言葉をいただいていますので、これはやは

り、改めて備品の調達をする際は、きちん

と業者さんと検討して、使えるものを入れ

ていただきたいということを強く思いま

す。 

２点目の避難者支援体制でありますが、

やはり、障がいを持つ方、または高齢者の

方、いろいろと自由に身動きがとれない方

等々いらっしゃいますが、そういう方たち

の支援については、緊急を要するもので

す。 

天災は忘れたころにやってくるとはよく

言いますけども、我々も、そういう方が家

族に、身内にいる場合、どういう手助けが

できるのか、また、自治会としてもどうい

うサポートができるのかというふうに思っ

ています。 

名簿とかをつくるのは、あくまでも手段

でありまして、実際、その方たちを助けら

れるのは、元気で生き残っているといいま

すか、動ける人たちの努力によるものと思

いますので、ぜひ、そういう支援の名簿が

あって、民生委員の方だとか、いろんな

方々にそういう情報がまわっていると思う

のですが、その辺については、現在の美幌

町はどうなっているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 
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○民生部長（高崎利明君） 今お話のあり

ました、身体の不自由な方、寝たきりの方

等のことだと思いますけれども、答弁書に

ありますとおり、個別支援計画書というも

のをつくっておりまして、今８９４名の方

が名簿に登録されておりますが、要支援

者、その支援をする人を自治会の協力を得

て、要配慮者に対する支援の実効性を高め

るために、個別支援計画というものを定め

ておりますので、具体的に、実効性は、一

応災害等によって、避難とか行動について

異なる部分がありますけれども、この部分

については、今後、また検討していきたい

と思っておりますが、個別支援計画を出し

ている人には、早目の避難情報等を出し

て、早期に避難できる体制を整えていると

ころでございますので、御理解願いたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） いろんな支援体制

をしていく中で、ことしも防災士の資格を

取るという話で予算もついておりました

が、この防災士、そういう方たちが身近に

いて、我々が日ごろいろんな知識や、考え

方をいただけるのではないのかと思いま

す。ですから、そういう方たちを各エリア

といいますか、わかりやすく、１人でも多

く育てていかなくてはならないのかなとい

うふうに思っています。 

その中で、この防災士は、職員が取得し

ているというふうにありましたけども、こ

の職員という言い回しというか、肩書は、

美幌町職員、例えば、消防署の職員だとか

も含めてというふうに考えてよろしいでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 職員の中で防

災士の資格を取得しているのが現在１１名

おります。これには消防職員は入っていま

せん。 

役場の職員として、防災士の資格を取得

している者が、１１名ではなく、９名で

す。現在９名いるところでございます。 

消防のほうはわかりません。 

町で押さえているのは、行政職員という

ことで９名おります。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 防災体制を、今後

いろんな方たちに、いろんな場面で知らし

めるという意味で、消防のことはここであ

れこれ言う場面ではないのかもしれません

が、防災士という、そういう地域に根ざし

た人たちに資格を持っている人たちが１人

でも多くいるということは、大変心強いこ

となので、今後、消防署の職員だとか、消

防団員だとか、常にそういうことにかかわ

っている皆さんに一人でも多くとってもら

えるような施策を希望します。 

続いて、中心市街地の活性化事業につい

て、質問をかえさせていただきます。 

平成２７年第３回定例会で初めての一般

質問でありましたが、中心市街地活性化事

業についてお話をさせていただきました。 

商工会議所、連合商店会等々で連携をと

って進めていくということでした。これ

は、土谷町長の政治公約の中にも、中心市

街地の活性化に取り組むということで明言

されております。 

今回、答弁書を見るにつき、その具体的

な必要性、課題の整理などを行ってきたけ

れども、コンセプトの構築、必要となる機

能、これらをさらに連合商店会や商工会議

所を交えて、再度時間をかけて精査してい

く必要があるというお答えであります。 

私、３年前当時、経済建設常任委員会の

ほうに在籍をしておりましたので、にぎわ

いの駅構想等々でいろいろとお話をさせて

いただいた経緯があるのですが、改めてお

尋ねいたしますが、にぎわいの駅構想とい

うのは、今現在まだまだ精査している段階

というふうに理解してよろしいでしょう

か。 
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○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ただいまのお

尋ねでございますが、この関係は１点目の

答弁のほうにもありますけれども、このエ

リアにどんな機能を持たせるか、こういっ

たことでコンセプトの構築、必要となる機

能等について、連合商店会を交えた商工会

議所のほうで一旦持ち帰って検討するとい

う段階にあります。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 連合商店会、商工

会議所で、そういうコンセプトをきちんと

つくって、そこで、町と協議をして、次に

進んでいくという手法をとっているという

ことで、今現在は、商店会や、商工会議所

から思うようなプランが上がってきていな

いから、今はとまっているという理解でよ

ろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○総務部長（広島 学君） 地元商業者が

非常に重要な役割を果たしていただくとい

うこともあります。それを踏まえて、まず

はソフト事業の推進が重要であると、ここ

は町も商工会議所も合致しているところで

ございます。 

その上で、できることからまず始めてい

って、ソフト施策を推進していく中で、商

店街のにぎわいをどう取り戻すかというこ

とについてＰＲを進めていくということ

で、現在行っている状況であります。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 小さな簡単に動く

ような事業ではないのはもちろん理解して

いるのですが、改めて、町長としては、中

心市街地活性化事業に期待するものとして

は、どういうものを持っていらっしゃるで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） それぞれ、連合商

店会、あるいは会議所と８回会議をやりま

して、内部でも８回いろいろやってきたと

いう状況であります。 

そのような中で、今とまっているという

状況でありますけれども、今、高規格道路

が美幌バイパスという形で高野と女満別空

港の間ができ上がっております。そして、

私どもが、今１番大きな課題として取り組

んでいるのが、高野と川向、川東で、あそ

こをどうやって結んでいただけるかという

ことで、こちらのほうは、アンケート調査

を２回と北海道の小委員会が２回開かれて

おります。３回目がいつ行われるかによっ

て、それ以降の事業展開がどうできるかと

いうところが、非常に大きくなってきます

ので、今、３回目の小委員会をなるべく早

くやってほしいという要望をしているとこ

ろでありますけれども、これがつながる

と、どうやってブレーキをかって、この町

に来ていただけるかというところがポイン

トになると思います。 

そういった意味で、私は道路と中心市街

地というのは一体となった考え方をしない

となかなか難しいのではないか、中心市街

地だけを考えていたら、もうちょっと時間

をかけてもいいのかもしれませんけれど

も、道路との関係を考えると、やはり、つ

ながると十勝方面から皆さんやってくるわ

けです。その中で、いかにブレーキをかけ

て、この街の中に来ていただけるかという

ことが勝負になると思いますので、そんな

中、施設にしても、コンセプトの必要性を

はっきりさせないと建てるにしても合意が

得られないというようなことも含めて、後

から大変な思いをするというようなことに

なると思いますので、そういった意味から

も、私は大いに期待しているのですけれど

も、まだ動きが足りないということであり

ますけれども、今言った道路の関係も含め

て、これからＰＲをしっかりしていかなけ

ればいけないのではという思いでおりま

す。 
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○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 移動においては道

路の整備というのは、非常に大切なもので

すし、ありがたく、本当にいち早く目的地

に行けるということは、私もいろんな経験

はしてますけども、ただ、行きやすいとい

うことは通り抜けしやすいという、昔から

言われています通過型により拍車をかける

のではないか、決して、道路をつくるなと

いう話ではありませんけども、そこで、そ

ういう思いは、思いとしては十分理解はい

たしますが、やはり、商店街、または、商

工会議所の考えと行政との考え方が合致し

ないから立ちどまっているというふうに、

単純に理解しているわけです。 

逆に、今町長がおっしゃった話が、会議

所や商店会のほうに投げかけられて、これ

についてもどう思うのだと、そういうキャ

ッチボールをしているという理解でよろし

いでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今は残念ながら、

そこまでいっていません。 

今、ソフト関係を主にやっているという

ことであります。 

私が、なぜ中心市街地にこだわるかとい

うと、今までも、過去もそうであったので

すけれども、大量の投資をして、例えば、

街路の整備であるとか、そういうことを十

分やってきたつもりでおりますので、そう

した先行投資がかなりあるということも含

めて、やはり町の顔である中心市街地をし

っかり守っていかなければいけないのでは

ないかと、そんな思いでいます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 残り時間も余りな

いので、次に行きますけども、店舗リフォ

ーム促進支援事業、起業家支援事業拡大で

すが、ホテル誘致、本当に喉から手が出る

ほどホテルも欲しい大きな施設であります

が、ハードルの高い話も夢を語るために大

事なのですが、身近なところで、既存の宿

泊施設、ここにもっと泊りやすい、観光客

が気楽に気軽に立ち寄れるそんな宿泊施設

が必要かと思います。 

やはり今、観光客の行動パターンとして

は、もちろん高級なリゾートホテルに泊ま

るのももちろんあるでしょう。そしてま

た、グランピングですか、今、町のフェイ

スブックでもにぎわっていますけども、そ

ういう取り組みも必要でしょう。でも、や

はり、屋根と壁があって、布団もあってと

いうようなことも、重要な施設かと思いま

す。 

そんな中で、現状の宿泊施設の皆さん

が、なかなか次の拡大に踏み込めないの

は、やはり資金の問題があろうかと思いま

す。こういう資金のさらなる補助金の拡大

をお願いしたいという部分を耳にしており

ますので、改めて質問させていただきまし

た。 

そして、今回、特に空家対策の協議会が

立ち上がったところで、答えがまだ出ない

のは重々承知していますが、空き家対策、

今言った宿泊も含めて、民泊活用、もちろ

ん民泊にもいろんな縛りがありますので、

いつでもウエルカムという話ではないかも

しれませんが、町を少しでも交流人口でに

ぎわすためには、空家対策の使えるものを

有効に使うというとこで、いち早く結論を

出して、動いていただきたいそんな思いを

強くしているところであります。 

特に、空き家の民泊利用、この辺につい

てはどのように考えているのか、改めてお

尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今、空き家の

対策協議会を設置いたしまして、これから

本格的に詳細な対策についての協議を開始

するという段階でございますけれども、有

効な空き家についての活用手段の方法とし

て、一つの手法だというふうに考えてござ
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います。 

ただ、住宅宿泊事業を行うために必要な

設備ですとか、あるいは、届出等々含めて

いろいろな規制もございますので、それら

のことも図りながら、果たして住宅宿泊事

業、俗に言う民泊が、美幌町にとってどの

程度の範囲で、どういった形で取り組まれ

ることが想定できるのかも含めて、この対

策協議会の中で検討を図ってまいりたいと

いうふうに考えてございます。 

○議長（大原 昇君） これで、５番稲垣

淳一さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１１時１５分といたします。 

午前１１時０２分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 〔登壇〕 ９月

６日未明に発生した胆振東部地震で亡くな

られた方々の御冥福を心からお祈りすると

ともに、被災された皆様にお見舞い申し上

げます。 

今回の地震による影響で全道的に停電と

なる中、美幌町においては、約１日半で全

面復旧、通電したことは、ありがたいこと

であります。 

災害は、現在においても予期できぬもの

だと改めて思うところでありますが、今回

の質問は、私自身並びに多くの町民が、停

電、電気がない状態で感じたこと、町、行

政ができること、備えること等及び町、行

政が町民にお願いすべきこと等について、

率直にお尋ねいたします。 

一つ目として、停電時における情報発

信、広報の役割として、ホームページに掲

載する以外の災害情報を発信する手段とデ

マ、断水するのではとの対応について。 

二つ目、浄水、配水機能の稼働状況につ

いて。 

三つ目として、冬期間における避難所や

高齢者、幼い子供のいる家庭の暖房確保対

策について。 

四つ目、委託除雪車両や緊急車両等の燃

料確保について。 

検証されることを含めてお答えくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 吉住議

員の質問にお答えをしたいと思います。 

災害対策について。 

美幌町の災害対策についてであります

が、１点目の停電時における情報発信、広

報の役割として、ホームページに掲載する

以外の災害情報を発信する手段とデマ、断

水するのではとの対応についてでありま

す。 

停電時におきましては、バッテリーを搭

載していないパソコンからのホームページ

閲覧は不可能となりますので、現状におい

て町からの直接的な情報発信手法として

は、広報車による広報活動やあんしんねっ

とびほろによるメール送信が主なものとな

っております。 

しかしながら、広報車による放送が屋内

において聞きにくいという御指摘があるこ

とや、携帯電話をお持ちでない方、もしく

は、あんしんねっとびほろに登録をされて

いない方もいらっしゃることから、広報活

動の充実を図ることが必要であると考えて

おります。 

また、民生委員の皆様や自治会、あるい

は自主防災組織を通じ、周知協力をお願い

するなどの間接的な情報発信、伝達方法に

ついて検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

誤った情報につきましては、その発生源

はさまざまな要因がありますが、まずは、

正確な情報伝達が必要と考えますので、町

といたしましても正確な情報を発信伝達で

きるよう努めるとともに、町民の皆様にも
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情報の信頼性について注意喚起をしてまい

りたいと考えております。 

２点目の浄水、配水機能の稼働状況につ

いてでありますが、地震に伴う全町停電発

生と同時に、日並浄水場を初め、田中加圧

ポンプ所、高区加圧ポンプ所、高野第１加

圧ポンプ所、豊幌加圧ポンプ所の５カ所で

非常用発電機が自動運転となり、断水する

ことなく、浄水処理及び配給水を継続しま

した。 

また、桜沢加圧ポンプ所においては、非

常用発電機設備がないことから、午前９時

に樋門排水用の発電機を設置、運転をして

給水を継続いたしました。 

３点目の冬期間における避難所や高齢

者、幼い子供のいる家庭の暖房確保対策に

ついてでありますが、北海道の場合、冬季

に災害が発生した際には、雪、寒さなど、

夏季とは異なり、直接生命の危険を脅かす

ような環境となるため、暖房確保は最優先

事項と考えております。 

町内１９カ所の避難所に灯油ストーブ７

６台、ジェットヒーター１４台、毛布１,９

７０枚を配置し、暖房対策を図っており、

燃料は北見地方石油業協同組合との防災協

定に基づき提供していただくこととしてお

ります。 

また、高齢者の方、乳幼児、子供がいら

っしゃる家庭などの要配慮者の方々への暖

房確保対策につきましては、各戸への燃料

供給や暖房機器貸与等の対応は難しいと考

えますので、ポータブル灯油ストーブやカ

セットガスを使用したヒーターなどの電力

に頼らない暖房機器を備えていただくこと

のＰＲを図りながら、危険を感じた際には

最寄りの避難所へ早めに避難していただく

よう周知を図ってまいりたいと考えており

ます。 

４点目の委託除雪車両や緊急車両等の燃

料確保についてでありますが、委託除雪車

両燃料確保については、受託事業者がそれ

ぞれの取引給油所において燃料確保をして

いただいており、災害等により取引給油所

での燃料確保が難しい場合には、北見地方

石油業協同組合との防災協定に基づき、町

内ガソリンスタンドへの給油の協力要請を

してまいります。 

緊急車両につきましては、車両燃料に係

る売買契約において、災害時で緊急を要す

る場合には、日曜日、祝祭日等の休日及び

夜間等の営業時間外においても給油できる

体制をとるとしているところであります。 

消防庁舎、無線基地局の非常用電源及び

運搬車両の燃料については、停電復旧まで

の間、備蓄燃料を随時補給しながら対応を

図ることとしております。 

災害対応につきましては、日ごろからの

備えと自助による初期対応が重要であるこ

とから、引き続き周知を図るとともに、町

としてもさまざまな事態を想定しながら準

備、対応を図ってまいりたいと考えており

ますので、御理解をお願いいたしたいと思

います。 

以上、答弁をさせていただきました。 

よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 大きい意味で４

点、お聞かせ願って、御答弁いただきまし

た。 

これは全体を通して、行ったり来たりす

る話でもありますので、そういう意味で

は、御理解をいただきながら、２回目の質

問をさせていただきたいと存じます。 

実は、６日の朝５時半、役場庁舎にまい

りました。その中で、階段を上り、廊下越

しに総務部長が、職員に指示を出してい

た。もちろん町長もおいででした。 

建設部のほうを見てみたら、建設部長も

技術者、もちろん所属のみんなを集めて、

いろんな指示を出していた。 

そういう思いでは、私は役場職員の皆様

に対しても、感謝を申し上げたいと思いま
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す。 

いざとなったら、人の数、もちろんそう

でありますが、早急に対応をとって、動い

ていただけるという意味においては、役場

職員の皆さんが、普段からそういう心構え

を持っていただいている。ありがたいこと

だと思います。 

そこで、今回、行政報告の中であった

り、さらに、私の前の各議員の一般質問に

おいても、私の質問に該当する内容も含め

て、お聞かせ願っているところであります

が、あえて言えば、私だったらこう対応を

とったのではないかというものも含めて、

申し上げたいなと思っています。 

今回の目的は、決して皆さんの対応に対

して追求する目的ではなく、もっともっと

工夫する点があってもいいのではないかと

いう趣旨でありますので、私も冒頭、素直

にお聞きしたいということを申し上げてい

ますので、心を開いて、防災に強いまちづ

くりを目指したいということを進めていき

たいなと思っているところであります。 

では、１点目の情報発信、広報の役割と

して、ホームページに掲載する以外の災害

情報を発信する手段、デマについての対応

ということでお聞かせ願っていますが、こ

れも含めて、先ほど稲垣議員も聞いている

ことで、行政がやってきたという意味で

は、既に承知していることでありますが、

あえて言えば、私が住んでいるのは稲美な

のですけれども、あそこに火災があると大

サイレンというのですか、内容から言った

ら、全町的に聞こえるサイレン、スピーカ

ーがあると思うのです。 

設置に当たっては、過去にのぼりますけ

れども、３カ所か４カ所で町中の全町的に

聞こえるという説明を受けながら、設置し

た経緯があると思います。そういう意味

で、あのスピーカー、あれが本当に音とし

てのサイレンばかりしか活用ならないの

か、音声としてのスピーカー的な活用はで

きないのか。 

この事実確認を含めながら、あの４カ所

で、大音量が少なくても町中に全て聞こえ

るのであれば活用も含めて、さらに、場所

含めて、工夫はできないものかということ

を申し上げたいのであります。 

話は飛んで申しわけないのですが、何カ

月前だったか、おじいちゃんと孫が海に行

くと言ってはぐれて、子供さんが山の中

に、結果として、そのときもたくさんの皆

さんの御協力で捜査をしていましたが、そ

の中で、子供にとって心強かったのが、お

母さんの声がスピーカーから聞こえていた

ということだったと、テレビ、新聞等で又

聞きですけども承知しているところです。 

そういう意味では、情報というのは又聞

きすると、意図的な改ざんはないにしても

人伝いにやっていくと変わっていくので

す。 

それだったら、同じ内容が一同に聞こえ

た方が、同じ言葉で、同じ時間に聞くほう

が、混乱を招かないのではないかと思って

いるところです。 

それからもう１点、今回、６日はお祭り

の日でありました。 

昨日の他の議員の質問にもありましたけ

ども、関係者、団体の長に連絡をしている

のはそのとおりだと思います。 

その団体の長を含めた連絡関係もあるか

もしれませんが、そうだったら、少なくと

もあの会場に掲示板で、昼から中止、その

前に昼まで電気が復旧しなかったらという

段階を含めて、ある意味で、場所も含め

て、美幌町役場前にも外に対しての掲示板

があるのです。 

あれは、法的に言うとあそこに掲げてい

るものは、結果として、見る人も見ない人

も含めて、公に知らしめているという一つ

の決まり事もあると思います。 

そういうことも含めて、こういう災害

時、もちろん役場は当然ですけども、何カ

所か、今、お祭り会場を具体的に言いまし

たけども、そのことも含めながら、何カ所
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かには何かあったら文書をもって、掲げて

おくというのも知恵ではないかなと思うと

ころですけれども、そういうこと含めて、

まず、消防サイレンのことも、事実関係を

含めながら確認していきたいと思いますの

で、お答えいただきたいと存じます。 

○議長（大原 昇君） 事務連絡室長。 

○事務連絡室長（中村敏文君） まず、消

防サイレンの災害時における活用というこ

とであると思います。 

町内には、消防庁舎屋上、しまむら南東

側、スポーツセンター東側の３カ所にサイ

レンを設置しております。 

このサイレンにつきましては、全てモー

ターサイレンでございますので、サイレン

音しかならないと、音声変換する機能がな

いということでございます。 

以上であります。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） ２点目の町内

要所に掲示板の設置、広く町民の方に情報

を伝える手法としては、一つの手法だとい

うふうに考えてございます。 

情報を伝える手段、ツールについては、

数多く持った方がいいだろうというふうに

考えておりますので、このことも含めて、

今回検討させていただきたいというふうに

考えてございます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 町長。 

消防長から、スピーカー、物から言った

らスピーカーというのが正しい言い方だと

思うのですが、俗に言う、音声ではなく

て、サイレン機能しかないということを、

今承りました。 

そうであれば、３カ所をもって、町中で

ありますけども全町的に知らしめる方法の

もの、場所も含めて、効果的だと思うので

す。 

ぜひとも、町長に、私が質問といったら

おかしいのですけども、これ陳情になると

思うので避けたいなと思いながらも、十分

研究していただきたいと思うのですが、い

かがなものでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今、消防長から答

弁させていただいたように、しまむら様付

近と、それからスポーツセンター、そして

消防署にスピーカーがついておりますけど

も、あれは音声はだめだということであり

ます。 

今、海岸沿いの町村でよく見かける、テ

レビなどでよく見かけると思いますけど

も、同じ放送を流せるというような同報系

のスピーカーといいますか、音声が流れる

施設があります。 

それについては、前にも一度検討したこ

とがあるのですけれども、非常にお金がか

かるということも含めて、今のところまだ

できていない状況であります。 

今後どうするかについては、また検討し

なければいけないと思いますので、あのよ

うなものがあればいいなという思いは、実

は私もしているところで、そういったもの

があればいいのではないかということで検

討させた経過がありますけれども、３億円

だとか、４億円かかるという話で、非常に

高価なものだということで、今中断してい

るところであります。 

以上であります。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） そういう町長が

示されたものも、ただ、私は今町長の思い

を聞かせてもらって、そのお値段を聞いて

びっくりしているところでありますけど

も、ものを設備するのに工夫があっていい

のではないかと思うのです。 

行政も余りこんな手は使えないのでしょ

うけども、世の中には、定価の半分でも入

る可能性だってありますし、過去に国保病

院の医療機器を定価の半分以下で手に入れ

たという、やり手の方もいらっしゃったこ
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とがあります。 

あえて言えば、美幌町内でそのスピーカ

ーとか、製造して販売している会社がある

なら、考え方が変わるのですけども、めっ

たにこういうものを製造しているところは

町内にはいないのだろう、近隣町村もいな

いです。 

堂々と公開して、安く売ってくれるとこ

ろはないかとか、そこら辺も研究していた

だきたいと存じます。 

次に、浄水、配水機能の稼働状況につい

てであります。 

今回は、非常用発電機をもって十分対応

をとれた。本当にありがたいなと思ってい

ますが、これにしても、非常用発電機とい

うのは、根本的に燃料がなかったら動かな

いのです。 

そして、燃料そのものは、私の文書の読

み込みが足りないのかもしれませんが、北

見地方石油業協同組合と防災協定を組んで

いる。そのとおりだと思います。 

でも、その組合が、発電機ごとの給油を

含めての協定なのか、提供はするけれど取

りに来てくださいという内容なのかという

のが私としては不安なのです。 

そこで、もし運ぶことは行政がしなくて

はならないとするならば、いろんな運び方

があると思います。 

例えば、携行缶に入れる。でも、あれは

何リットルも入らないです。消防法でいう

缶の大きさも決まっていますから、そこ

で、俗に言う、燃料屋さんばかりではなく

て、小型タンクローリーを民間で持ってい

るところもあろうかと思うのです。そうい

う活用も含めて、考えておくべきではない

かなと思うもので、もし、俗に言う、燃料

屋さんも含めても構いませんが、燃料の小

型タンクローリー、どのぐらい美幌町に所

属というか、町内にあるものなのかどう

か、承知してる面があればお答え願いたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 事務連絡室長。 

○事務連絡室長（中村敏文君） ただいま

御質問の町内にある移動タンク貯蔵槽の数

でございますが、消防署に届け出が出てお

ります中では、１７事業所で３０台を保有

しているという状況でございます。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 今回の停電、多

くの燃料が釧路から運んでいるらしいと又

聞きでありますけども、聞いております。

その基地である釧路も停電で、配送したく

ても、タンクローリーに積み込む電気がな

いために苦労しているということも発生し

ていたかと思います。 

そういう意味では、今回燃料確保という

意味では、私は、続けて４番の話をさせて

いただきたいのでありますが、もっともっ

とこれは真剣に考えておかなくてはいけな

いだろうと思っています。 

稲美のほうですけども、確認している話

では、何人かの方々が段ボールでプラカー

ドというのでしょうか、１台１０リットル

までということで御案内をしていました。

そうしたら、たくさんの乗用が、ある組合

の駐車場をびっちりにするぐらい整然と並

んで、給油する姿を見ておりました。日本

人ってすごいな、私の初めての経験であり

ます。 

今まで、他の地域の災害のときに、あの

ような現象はテレビ、新聞等でしか見たこ

とはなかったのですけれど、目の当たりに

あのようなことが、住民にとっても不安が

募って、少しでも燃料補給しておかなくて

はいけないという思いでいたのだろうと思

っているところであります。 

ただ、このことは、全てにおいて情報が

しっかり伝わっている、いないということ

も含めますので、そういう対応もあるもの

ですから、先ほどそういう中で、少なくて

も、災害対応をとっている関係機関に給油

もままならない場合がありますから、しか
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らば、先ほど聞いた、民間含めての小型タ

ンクローリー、そして、スタンドから燃料

を入れてもらうために、４番目の話であり

ますけども、毎年させていただいている除

雪を思い出すのです。災害があった時では

ないのですけれど、民間の除雪車は、行政

が車両に貼って作業してくださいというこ

とで、美幌町除雪中みたいな車両に貼りつ

ける美幌町という名を使っていいと、もち

ろん町道の仕事ですから、そういう意味の

工夫も必要ではないか、もちろん委託を受

けている車両が基本的に用意しなさいとあ

りますけれども、それは燃料屋から給油す

ることも多いことであります。 

あの列を並んでいるのを何もなく、災害

対応で走っているのだから給油してと言っ

てもなかなか人目に対して訴えるものがな

い。そういう意味では、災害対応とか、緊

急車両、そして、そこに指示を出している

美幌町という名が、どうしても私は必要な

行為ではないかと思っているところであり

ます。 

小型タンクローリーが走ってくるにして

も、スタンドから給油してもらうにして

も、美幌町の災害対応というその一つがあ

れば、多くの町民がどこかのトラック屋の

看板を見て、あれは割り込みしてるという

のではなく、災害対応の動きだよというこ

との知らしめも大切な対応だと考えるとこ

ろでありますが、そこら辺、建設部長、除

雪のことを例にとりましたので、あえて言

えば、あなたの知恵も借りたい。 

お聞かせ願いたいと存じます。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 確かに重

要なことと考えておりますので、今後検討

してまいりたいと思います。 

ただ、除雪につきましては、町内につい

ては、ショベルで実施をしていたりする部

分もあります。また、状況に応じては、や

はり、緊急輸送道路を最初に開けるという

ようなことでの対応のやり方があると思い

ますので、その辺は、その状況に応じて対

応していかなければならないというふうに

感じておりますけれども、議員から御提案

のあった、その掲示の方法というのは、一

つの手段としては重要なことと考えており

ますので、今後検討してまいりたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 今度、冬季の話

で、暖をとるということのお話にさせてい

ただきますが、この答弁書、町民に対し

て、今から準備してほしい、ＰＲしなきゃ

とこういう答弁であります。まさしくその

とおりだと、私も思っているところであり

ます。 

ただ、灯油も燃料であります。 

燃料をどうするか考えた場合、たまた

ま、テレビ番組で目がテンという所ジョー

ジさんがやっている番組がありました。も

う２年ほど前ですが、まきストーブなので

す。 

それをさらに、火力を上げるために、ジ

ェットストーブという、私も興味があって

本を見たことがあるのですが、そんなに難

しい行動ではない。私どもの議会の中で

も、それにたけた人もいらっしゃる。 

そういう意味では、まきストーブという

のは、外であっても暖も取れますし、煮炊

きもできる。 

もしかしたら、長く停電が続いて、燃料

が釧路からも届かない。全道的だったらも

ちろん、美幌町だけの災害なら、あえて言

えば、北見でも網走でも手に入れてこれる

でしょう。でも、今回はまさしく初めての

経験で全道的です。まだ１日半だから、お

いおい美幌町にも燃料も食料も入ってきて

いますけれども、これが３日、４日ならど

うだっただろう。 

１番間違いないのは、原始的な、素朴な

ものの機能も高く評価しておくべきではな

いか。 
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避難所にあったとしても、ストーブはあ

っても、灯油がなければつかないのです。

そういう意味だったら、野外でも使えるま

きストーブも何台かあったほうが煮炊きま

でできて、暖もとれるというのはいいこと

ではないかと思うのですけども、そこら

辺、今後、特に総務部長に期待しておりま

すが、検討の一つにしていただきたいと思

っているところであります。 

そしてまた、行政報告でも聞かせていた

だきましたが、福祉避難所はどうなのか聞

いたら、総務部長は後ろを見ながら、やは

りさすがだと、いつでも対応とれますよと

にべもなく、すっとやっぱり心得ているな

と感心をしました。 

ところで、今回の地震の発生元、陸上自

衛隊の隊員の多くが、救助、救援活動も含

め、現地に入っていて、災害を受けた人た

ちに対する対応という意味では、食事の炊

き出し、もう一つは、お風呂の設置なので

す。要するに、野外テントの中で入るお風

呂です。 

人の心をこういうときもほっとさせると

いうことで、インタビューを受けた自衛隊

の人が言っていましたけれども、お風呂も

精神的に落ちつかせる一つの要素にもな

る。もちろん、衛生的にきれいにするとい

うのが最大の目的です。 

そこで町長、私は、ふと考えたのです。

美幌には、温度は低いけど、もともとお湯

はある。あそこの２階には、畳の部屋もあ

った。場面によっては、調理もできる設備

もあったと、そう考えていくと、峠の湯は

考え方によっては、もちろん電気の発電機

等の設備も必要かもしれませんけれども、

大方整っているのではないかという思いが

ありますので、申しわけないけれども、あ

そこに和室があったということについて、

記憶違いかどうか含めて、峠の湯の設備、

機能、和室があったとすればどのぐらいの

大きさなのかということも含めて、台所も

あったなという記憶もありますので、そこ

ら辺、私の勘違いがあったら困りますの

で、峠の湯の機能ということで、答えられ

る方、まずお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ただいまの峠

の湯の関係でございますが、峠の湯は、ま

ず１階に休憩室ということで和室がござい

ます。こちらの面積は約４１平米、そし

て、２階に研修室が２部屋ございます。こ

ちらはいずれも和室で、一つが約６６平

米、もう一つが約２７平米で、合計３室あ

る状況でございます。 

あと、台所ということでございますが、

今レストランがございますので、そこで厨

房設備が約７３平米の厨房設備を有してい

る状況であります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） ついでにお聞か

せ願いたいけれども、停電時、峠の湯は営

業していたのか、休館だったのか。 

これは、停電を基準にして、もし休館し

たとすれば、もちろん電気がないからと思

っているのですが、逆に言えば、電気があ

れば機能の活用はできたかと思うのですけ

ど、そこら辺の判断について、所管してい

る部長どう思われているか、お聞かせ願い

たいと存じます。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 停電の関係で

ございますが、９月６日、９月７日、この

両日とも休館いたしております。そして、

翌９月８日土曜日から開館しております。 

ただいまの発電設備があればということ

でございますが、こちらの施設、揚湯か

ら、室内の照明、さらにいろんな動力に電

源を有している状況でございますので、ど

の程度の電源があれば営業が可能か、ある

いは、どの程度の機能が必要か等について

は、今後、十分な検討が必要ではないかと

いう思いでおります。 
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よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） もちろんそのと

おりであります。 

非常時ですから、会館全体を煌々と電気

をつけるなんて、私も思っていませんし、

皆さんも思ってはいないと思います。 

ただ、あそこには、障がい者のお風呂場

も２カ所ぐらいあったような気もいたして

いますし、そういうことを考えたら、長期

戦も考えたら、ぜひ、野営で風呂を置くよ

りは、もともと美幌町にある、それが被害

を受けた人の心のケアにもつながるのだな

と思った場合、私は、美幌町にいい施設が

あるのではないかとそんな思いをしている

ところで、今後、町長に対して、そういう

いいまちづくり、発想を変えたらこういう

ものがまだまだ美幌町には充実しているの

ではないか、少し足してやれば、工夫して

やれば、使えるものがある、活用できるも

のがある、ということを、町長、今回は別

として、改めてお聞かせ願いたいというこ

とをお伝えして、一般質問を終わらせてい

ただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 見方を変えたり、

そうすることによって、いろんな違う目的

に使えるのではないかというようなお話が

ありました。 

そういうことも含めて、今回の災害で

は、本当に反省点が多くあったのではない

かと思っております。 

いずれにしましても、正しい情報収集を

どのようにするか、そして、正しい情報を

どのように伝達していくか、これが大きな

問題でありました。 

もう一つは、やはり、いつも私は言って

いるのですけれども、自分の身は自分で守

るということが、いわゆる自助の部分で

す。これをしっかりやっていただかなけれ

ばならないし、そのためには、正しい情報

をどのように提供していくかということは

重要でありますし、また、自分の身は自分

で守るのですけれども、守れた方は、ほか

の守れなかった方について力を貸すという

こと、これは共助という言葉を使うようで

ありますけれども、あとは公がどれだけそ

の他ケアができるかというところが問題に

なってくると思いますので、我々も発想を

いろいろめぐらせて、そういったことに対

応できるように頑張っていきたいと、その

ように思っておりますので、どうか今後と

も御指導のほどをよろしくお願いしたい

と、そのように思っております。 

○議長（大原 昇君） これで、１０番吉

住博幸さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１３時１５分といたします。 

午前１１時５９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 〔登壇〕 私は既

に通告をしております３項目につきまし

て、以下質問をいたしたいと思います。 

一つは、まちなか美化についてでありま

す。 

その一つは、国道沿線等市街地の美化に

ついてであります。 

美幌町を花で美しくとの取り組みで、各

町内会が花壇の整備を進めておりますが、

一方で、中心市街地など、植栽ますのない

国道沿いの美化が放置されていることが、

これまで何度となく問題とされておりま

す。 

美幌峠を売りとする美幌町に対する観光

客の印象、移住、定住促進などの点から、

中心市街地、国道沿線の美化、緑化推進に

向けたこれまでの美幌町の取り組みが極め
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て不十分と私は考えますが、いかがでしょ

うか。 

２項目めは、ボランティア・サポート・

プログラム、ＶＳＰと言われております

が、その具体化についてであります。 

国は、国道沿線の美化に向けて、地域や

企業に対して道路の美化清掃に参加するボ

ランティア・サポート・プログラムを呼び

かけ、市町村に対しても協力を求めており

まして、北海道内では２４９カ所とイオン

１１カ所で実施されています。 

美幌町は、この点では花の植栽は未実施

でございまして、実施のためには、町とし

てプランターの購入とボランティア団体の

組織づくりが求められています。 

国道４本を持つ交通の要衝をうたう美幌

町として、本腰を入れて取り組むべきでは

ありませんか。 

２点目は、峠の湯びほろについてであり

ます。 

峠の湯びほろへの足湯つきドッグラン設

置についてであります。 

峠の湯びほろの利用促進が喫緊の課題と

なっておりまして、利用促進のため、峠の

湯敷地内のパークゴルフ場へのドッグラン

整備を、ことし６月定例会の一般質問で提

案いたしました。 

犬の足湯は、第２の心臓と言われる足裏

を３６度から３８度程度のぬるめの湯で温

めることでリラックス効果はもとより、疲

労回復、血流の改善、脚関節の改善などの

効果が十分確認されておりまして、獣医

師、あるいは愛犬家から注目を集めている

ものでございます。 

また、峠の湯のレストランの前面に飼い

主も犬も利用できる足湯を開設すること

で、ドッグラン利用とレストラン利用が促

進され、町内や近郊の愛犬家はもとより、

天下の名勝美幌峠への国道、動脈上に名物

が登場することで、全国的に注目を集める

可能性があることから、人も犬も利用でき

る足湯を併設したドッグランを新年度に開

設、整備すべきと考えますが、いかがでし

ょうか。 

３点目は、美幌高校への支援拡大につい

てであります。 

一つ目は、（仮称）美幌高校教育振興対

策協議会についてであります。 

（仮称）美幌高校教育振興対策協議会の

運営状況についてお示しいただきたいと思

います。 

二つ目は、美幌高校に対する町の支援策

の拡充についてであります。 

美幌高校の受験者数が減少し続けている

ことを深刻に受けとめて、津別町、訓子府

町などに倣った抜本的な支援策を検討すべ

きと考えますが、いかがでしょうか。 

以上で、第１回目の質問といたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 大江議

員の質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

３番目の美幌高校への支援拡大について

は、後ほど教育委員会から答弁をさせてい

ただきたいと思います。 

まちなか美化について。 

まず、第１点目の国道沿線等市街地美化

についてでありますが、本町では町内の緑

化を推進するため、町で育苗を行い、花苗

の配布を行っており、今年度は８万４,３９

２本の花苗を自治会、商店会、自衛隊、美

幌駅、小中学校、公共施設に配布しており

ます。 

配布した花苗は、フラワーマスターを初

め、中学生、自治会、商店会などの方々が

植栽しており、美化、緑化活動に取り組ん

でいただいております。 

また、街路の緑化推進につきましては、

昨年度より地先の方々と協議をしながら、

枯れた樹木の植えかえを実施してきてお

り、さらに、今年度は沿線自治会関係者と

協議し、植樹ますから植樹帯へ歩道整備に

あわせて変更し、地域の方々が緑化推進に

取り組みやすい環境整備にも努めておりま
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す。 

御質問の中心市街地、国道沿線美化、緑

化推進に向けた、これまでの美幌町の取り

組みが極めて不十分と考えているにつきま

しては、中心市街地や国道沿線は、道路管

理者が国や道であり、植栽ますやプランタ

ーの設置もないことから、取り組みが十分

でない沿線もあります。 

これからも美化、緑化推進には、いずれ

においても地域住民や事業所の御協力と御

理解が不可欠であります。 

美化の推進には、ごみの回収におけるボ

ランティア袋の提供など、町の支援内容を

広く知っていただくことが必要であり、支

援内容の周知に努め、ボランティア活動を

後押ししてまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

次に、２点目のボランティア・サポー

ト・プログラム、ＶＳＰの具体化について

でありますが、ボランティア・サポート・

プログラムとは、北海道開発局が管理して

いる直轄国道を対象として行われる歩道の

美化、清掃プログラムで、道路を慈しみ、

住んでいるところをきれいにしたいという

自然な心を形あるものにしようと考えださ

れ、地域の歩道に設置された植樹ますの美

化や歩道の清掃に、住民グループや商店街

などが実施団体となり活動をするものであ

ります。 

本町においては、平成１８年度から美幌

交通安全母の会が、北見道路事務所と協定

を締結し、春には国道２４３号線、秋には

国道２４０号線の清掃活動を実施してお

り、平成２５年８月には、北海道開発局長

賞を、本年８月３０日には、日本道路協会

会長から平成３０年度道路功労者表彰を受

賞されております。 

御質問のプランターの購入とボランティ

ア団体の組織づくりについてであります

が、ボランティア・サポート・プログラム

は、道路、歩道の清掃や美化活動が主な活

動内容で、費用につきましては、清掃用具

やボランティア活動保険が対象で、プラン

ターの購入費用は対象外となっておりま

す。 

今後は、少しでも多くの組織が立ち上が

るように、ホームページなどで、ボランテ

ィア・サポート・プログラムの周知を図

り、引き続き、町は道路管理者との連絡窓

口を務め、実施団体の活動や参加を円滑に

行えるよう、貢献してまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いをいたした

いと思います。 

次に、峠の湯びほろについて。 

峠の湯びほろへの足湯つきドッグラン設

置についてでありますが、峠の湯びほろ

は、平成８年１２月にオープンし、町の観

光拠点であるとともに、町民の健康づくり

や町内外の人が集う交流の場としての役割

を担っている施設であります。 

近年の利用状況は、毎年約１０万人を数

え、町内の公共施設としては最も利用され

ている施設として町民にも親しまれてお

り、レストランも現在再開し、集客も順調

に推移しているところであります。 

このような状況の中、今後さらに集客を

図っていくために、未利用施設の有効利用

も重要な課題であると認識しているところ

であり、今年度から新たに指定管理者とな

った事業者とも随時協議を行っておりま

す。 

今年度の取り組みとしては、美幌観光物

産協会のマーケティング事業として、峠の

湯びほろの屋外において、近年注目されて

いる豪華で快適な新しいキャンプスタイル

であるグランピングのモニター事業なども

行っており、好評も得ているところであり

ます。 

また、美幌町観光まちづくり協議会にお

いては、キャンピングカーのための滞在施

設であるキャンピングパークを町内の施設

に整備することなども検討されており、温

泉つきのキャンプは非常に好評であること
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から、峠の湯びほろも有力な候補地となっ

ているところでもあります。 

峠の湯びほろについては、施設の老朽化

も課題となっているところですが、今後４

年間の中で、施設の改修を含め、そのあり

方についても検討することとしていること

から、議員御提案の足湯つきドッグラン整

備についても、この中で検討してまいりた

いと考えております。 

以上、答弁させていただきました。 

よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 〔登壇〕 大江

議員の御質問に答弁いたします。 

（仮称）美幌高校教育振興対策協議会に

ついてですが、美幌高校の入学者数が減少

傾向にある中、間口減が危惧されているこ

とから、美幌高校の現状の理解や教育振

興、間口対策について総合的に協議を行う

組織の立ち上げを考えております。 

教育委員会としましては、美幌高校が間

口減とならないよう、高校配置計画の策定

に伴う情報収集を行うとともに、北海道教

育委員会担当者との協議を進めてきたとこ

ろであり、６月には公立学校配置計画

（案）が示され、９月４日に公立学校配置

計画が公表となり、平成３３年度までの美

幌高校の間口確保が決定されたところであ

ります。 

公表された公立学校配置計画では、平成

３３年度までの現体制の維持は確保された

ものの、平成３４年度から３７年度までの

見通しとして、欠員が４０人以上生じてい

る学校について、学科の見直しや定員調整

などについて検討が必要との考えが示され

たことから、平成３４年度以降を見据えた

今後の間口対策が重要と考えているところ

であります。 

御質問の（仮称）美幌高校教育振興対策

協議会設置後の運営状況につきましては、

協議会設置には至っておりませんが、公表

された公立学校配置計画を踏まえて、早急

に美幌高校教育振興対策協議会を立ち上

げ、美幌高校の現状理解や平成３４年度以

降の間口対策等について、総合的に協議を

したいと考えております。 

次に、美幌高校に対する町の支援策の充

実についてですが、美幌高校の入学者数も

年々減少傾向にある中、特に農業科、生産

環境科学科への入学者数が大きく定員割れ

となっている状況から、オホーツク管内唯

一の農業科として、その間口対策が大きな

課題であると考え、農業科の生徒確保に重

点を置いた対策として、美幌高等学校農業

科間口対策補助金を開始したほか、寄宿舎

（報徳寮）についても、維持運営を支援し

ているところであります。 

今年度はさらに、生徒募集対策としまし

て、ＰＲポスター、パンフレットの作成、

管内情報誌への広告掲載、中学校へのＰＲ

活動の支援など、美幌高校と一体となった

生徒確保の取り組みを進めているところで

あります。 

今後におきましても、これらの支援を継

続するとともに、公立学校配置計画におけ

る美幌高校農業科の存続と間口確保につい

て、北海道教育委員会と引き続き協議を行

ってまいりたいと考えておりますので、御

理解と御協力をお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） まちなか美化につ

きまして、最初に再質問したいと思いま

す。 

最初に申し上げますが、美幌交通安全母

の会が、道路清掃に御尽力いただいている

ということについては、十分承知をした上

でございます。 

それで、美幌町の町道の美化という点で

は、例えば、元町地域については、相当力

が入っておりまして、人によってはフラワ
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ーロードという名前を勝手につけているよ

うですが、大変な評価をしているところも

ございます。 

しかし、御承知のとおり、国道沿いには

植える場所がそもそもないということで、

町の中心部、商店街がございますけれど

も、町内会によってはそれぞれ取り組まれ

ているというところもありますが、結局

は、花で飾りたいというふうに思っても、

自分でプランターを買って植える以外には

ない、あるいは、町内会がプランターを買

って、町から花の苗をいただいて植えると

いう以外には方法がないのです。 

ただ、調べてみますと、美幌町も平成１

０年度ですが、宝くじ助成の備品で、土を

入れますと７８センチメートルの長さで、

幅が４４センチメートル、深さ２０センチ

メートル、６８リットルぐらいの土が入る

もので、相当、美化に取り組んでいた形跡

があるのです。 

これでいきますと、土の比重が１.６キロ

グラムなので、１０８キログラム、ものす

ごく重いと、それで、ほかにも似たような

ものがありまして、それも調べてみます

と、２００キログラムを超えるということ

で、大変重かったのではないかと思うので

す。 

それで、その側を木製のこの写真を撮っ

てきたのですけど、木製の飾りますという

のでしょうか、これもありますので、相当

お金もかかっているし、エネルギーもかけ

たものなのだと思うのですが、一方で、こ

れは、川湯の町なかを見ますと、それより

は小さいのですけど、やはり似たような側

を木で囲って、真ん中にプラスチックのプ

ランターで花を植えています。 

これは、全道どこでも植栽ますがなけれ

ば、こういう方法しかないのです。ないこ

とがわかっていて、美幌町は、多分２０年

近く植栽ますのないところについては、植

えないという状態が続いてきているのだと

思うのです。 

私は、商店街の方にも何とかならないか

と、観光客は国道沿いが全く寂しいという

ふうに言っているので、何とかならないか

ということで御相談をしているのですが、

協力するという御発言はあるのですけれ

ど、自分たちでプランターを買ってという

ところまではなかなかいかないということ

なので、例えば、平成１０年度、これは宝

くじ助成の備品ということで何らかの補助

制度があったのだというふうに思います。 

あわせて、これは、足寄町の道の駅の階

段状になったところに植えているのです

が、よく見ますとシーニックバイウェイ北

海道十勝平野云々と書いてあるのです。 

そういう意味では、美幌町から斜里町ウ

トロまでの、東オホーツクシーニックバイ

ウェイということで、この中でも協力し合

ってやっているのではないか、これは補助

制度かどうかわかりませんけれど、そうい

う外資を使ってプランターを導入するとい

う道はあるのかもしれません。いずれにし

ても、昔から美幌の名前には美がつくとい

うことで、同じように美のつく名前の町と

連携して、町を美化するということに取り

組んでこられた町なのですけれど、最近は

皆さん御承知のとおり、コンクリートの上

に、なかなか整然とした植栽がされていな

いという状況なので、私はいよいよ腰をあ

げるべきではないかと、主に、国道沿いを

人は通過していくのですけれど、そこが、

わざわざ花が植えていないという状況につ

いては、私は大変危惧に感じているのです

が、道路の清掃美化という予算の上では、

なかなかそこまでの予算は、プランターを

購入するのは対象外ということでもありま

すので、町が本腰を入れる段階に来ている

なというふうに思うのですが、町長いかが

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 全道には、美のつ

くまちが、美瑛町、美幌町、それから、美

深町、それから美唄市と四つのまちがあり
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ますけれども、美のつくということで言う

と、もう一つは、町民憲章の中にも、環境

を整え美しいまちにしましょうという、言

葉がありますので、議員おっしゃるよう

に、今、取り組みは極めて不十分と考える

ということでありますけれども、私どもも

これについては、まだまだ不十分なところ

があるとそんな思いでおります。 

過去の話にさかのぼりますと、２０１２

年ですから、今から６年前、役場職員で親

睦会が中心になって、もう少し美幌のまち

をきれいにしないかという取り組みをした

こともありますけれども、これも１年で終

わってしまったということでありますの

で、残念な結果に終わっているのですけれ

ども、いずれにいたしましても、まちを美

しくするということについては、だれも反

対する方はおられない思いますので、町と

して、今後ともしっかりとした取り組みを

していかなければいけないと改めて思って

いるところでございます。 

そのような状況でございますので、御理

解のほどをお願いしたいと、そのように思

っているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 町長は、しっかり

取り組んでいくという気持ちがある。その

ような御答弁でございました。 

ことしの春、ボランティア・サポート・

プログラムの窓口となっております北見道

路事務所の担当者が美幌町役場に説明にこ

られまして、私もその話を聞きました。 

その結果、先ほど申し上げましたけれど

も、花の苗を提供するということはできる

が、プランターはどこも国道管理者として

は用意していないということなので、要

は、入れ物を準備するということなのだと

思います。 

そういう意味では、きょうはたくさんは

写真を持ってきていませんが、出かけてい

って感じるのは、植栽ますがないところ

に、結構花が植えられています。それは、

地元が必要だというふうに感じて、土だと

か、プランターを用意しています。 

そういうものだと思いますが、美幌町で

もそういう制度があることについては、十

分おわかりになっていると思いますが、な

かなか実現しないというのは、どこに原因

があるのでしょうか。 

これまでの取り組みの中で、何が障がい

となっているというふうに感じておられる

のか、その点について聞かせていただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 何が原因かと

いう御質問でございますけれども、先ほ

ど、大江議員がおっしゃったように、美幌

町では過去に国道ぶちにプランターを設置

して、沿線の協力を得て、植栽、花苗を植

えていたところですが、先ほどおっしゃっ

たとおり、重たくて設置だとか、撤去、そ

ういう部分の労力、あと、プランターです

ので、水やり等の日々の管理等もありまし

て、そういう維持管理と設置、撤去の部分

の労力が負担になっていたのかなというと

ころであります。 

きちんとしたものは残っておりません

が、そういうことが原因で、国道沿線にお

けるプランターの設置が途絶えたというふ

うに考えております。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 私も１００キログ

ラムとか、２００キログラムのプランター

をどうするかといったら見当がつきませ

ん。 

私も、実は廃棄してあった、この平成１

０年度宝くじ助成備品に実際に土を入れて

植えてみたのです。１人では持ち上がりま

せん。そういう状況なので、これは大変だ

なというふうに思います。 

これは、川湯の別な路線で撮ってきた写
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真なのですけど、これはもっと小さいので

す。さすがに持ち上げたりはしなかったの

ですけれど、この程度なら動かせるという

ふうに思ったものなのですが、やや小さい

小型の、しかし、むき出しのプラスチック

でないということで、１セット、木の枠と

プランターを入れると１,０００円ぐらいか

かるのかなというふうには思いますが、し

かし、考えてみると、例えば、１００カ所

でも１０万円です。せいぜいそんな単位で

す。 

１００カ所か５００カ所か１,０００カ所

かは別にして、そういう点で、国道沿いに

置いて、景観上もよく配慮されているとい

うようなものを配置することは、町の財政

上はそんなに目くじらを立てるようなもの

ではないというふうにも思います。 

１回目の御答弁は、ボランティア・サポ

ート・プログラムの多くの組織が立ち上が

るように、情報を広げたい、周知を図ると

いうことなのですが、例えば、現在、美幌

町連合商店会の会長をされております鈴木

さんは、そういう話なら相談に応じるとい

う、具体的なお話をされています。 

ぜひ、鉢数がいくらかはともかくとし

て、開始するということが、非常に大事だ

というように思いますので、取り組んでい

ただけないでしょうか。 

ちなみに、北見道路事務所にお伺いしま

したら、協定書の締結が必要なので、団体

が決まったら、町とその団体と国との間で

協定の締結を図面を添付した上でやってく

ださいと、期限はと聞きましたら、特にな

いということなので、新年度開始するとい

うことであれば、この点でも間に合うとい

うことでありますので、スタートから大々

的にやるということでなくていいと思うの

です。現にある区画がきれいになれば、連

鎖反応が起きるというふうに思いますの

で、ぜひぜひ御検討いただきたいと思いま

す。 

あわせて、シーニックバイウェイが美幌

町のどこまでなのかということはわからな

いので、それとの関連で、峠までも当然入

っているというふうに思うのですけど、も

し入っていなければ、延長ということも検

討すべきじゃないかというように、あわせ

て要請したいと思います。 

特に、前段の部分はいかがでしょうか、

具体的に来年度実施に向けて取り組んで行

くということは町長いかがですか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） この一般質問があ

った後、担当ともいろいろ話しました。 

その結果、誰かがまず口火を切ってやら

ないとだめだろうというようなことで、先

ほどお話ししましたけれど、役場の職員で

どうだろうと話もしましたし、あと、逆に

自治会連合会、あるいは、衛生部会のほう

にも逆提案で、１１月にまた大々的にあり

ますので、逆提案で私どもからそういう提

案をしてはどうかという話をさせてもらい

ました。 

いずれにしろ、予算のこともありますか

ら、新年度に向けてどうできるかについて

は、早急に検討して、あるいは、ボランテ

ィアの申請が必要だということであれば、

連合商店会か、もしくは自治会連合会にお

話をさせていただいて、その中で、連合商

店会の鈴木会長がそうおっしゃっているの

であれば、そちらでもよろしいですし、い

ずれにしましても、誰がどういう形でやる

かということが極めて重要だと思いますの

で、５００個買っても５０万円ですから、

これで美幌町の財政が破綻するということ

はあり得ないと思いますので、それについ

ては、十分耐え得ると私は思っております

ので、ぜひとも、こういった取り組みをし

て、大江議員が最初に言われたように、移

住者、あるいは国道通過者が、この町なん

だということではなく、この町はきれいだ

なという、やはり美幌という名前を冠して

いるだけあるなという思いを持っていただ

くためにも頑張っていきたいと、そのよう
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に思っております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） ぜひ、エンジンを

かけていただければと思います。 

時間の関係がありますので、峠の湯びほ

ろにつきまして、再質問したいと思いま

す。 

１回目の答弁の中身としては、今後４年

間の中で検討していきたいということなの

ですが、峠の湯びほろの当面の危機は、私

は回避されていないと思うのです。 

もし、利用が伸びなければ、多額の改修

費を出すべきかどうかということが、４年

後大きな問題になるというふうに思いま

す。そのためには、今から利用が伸びてい

かない限り、町民的にはよしというふうに

ならないです。 

そういう意味で、最初に利用促進は喫緊

の課題だと申し上げているので、４年かけ

て検討しようと、検討したときには、峠の

湯をやめたほうがいいのではないかと、そ

うなっていたのではおしまいだろうという

ように思います。 

事前にデータをいただきましたが、峠の

湯の湯量については、現在、日量６２トン

から２２トンぐらいの余裕があるというこ

とで、ボーリングもされるようですので、

それによって湯の量とか、温度は変わると

いうふうに思いますが、高い温度のものが

出てくるのであれば、湯量は少なくても利

用はできるので、必ずしも湯量には左右さ

れないだろうと思います。 

現在、３６度３分の泉源のお湯なので、

沸かして使わなければいけないという状態

ではあるけれど、余裕はあるということで

す。 

私は、簡単な試算をしてみたのですが、

人間の足湯は、くるぶしから指３本上ぐら

いまであればいいということで、実際に、

足湯に入ってみましたら、それ以上、ふく

らはぎぐらいまではあるので、３０センチ

メートルぐらいはあるのかなというふうに

思うので、そういう、人間が入って２間、

３メートル６０ぐらいの座るところがある

というようなところだとか、あるいは、犬

の足湯については、５センチメートルぐら

いからせいぜい１０センチメートルか１５

センチメートルぐらいだろうというような

ことを考えて、湯量をみますと、１トンか

ら２トンぐらいの湯量があれば足りるので

す。お湯の量が足りないのであれば、循環

して使えばいいということもあるので、全

く架空の話にはならないということです。 

いろいろインターネットなどでも調べた

のですが、やはり大変好評です。それで、

道内でも犬の足湯、あるいは、飼い主や美

幌峠に向かう重要な動脈のわきにあるとい

うことで、多くのドライバーが、眠気防止

とか、疲れ休めに足湯があるなら入ってい

こうという可能性は多分にあるのです。 

私は、いよいよ峠の湯が、なかなか注目

されていなかったけれど、足元に光を当て

たら案外魅力が再発見されるという思いを

しています。 

ここのところ、ぜひぜひ４年間かけてで

はなくて、そういう意味で、新年度に向け

て、ぜひ、検討してほしいというふうに思

うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） ことしの４月から

新しい指定管理者がスタートしたというこ

とでありまして、今そういった意味で、レ

ストランといいますか、食堂も含めて、安

定してきて、上り調子なのかなということ

であります。これをさらに安定して、上り

調子にしていくためにどうするかというこ

とが、今後の課題だと思います。 

そこまでは大江議員と一緒なのですけれ

ども、そこから先で、ドッグランという話

になると、私どももどうなのかなという思

いをしているのは、一つには、レストラン

と犬の関係はどうなのかということが一つ

あるのではないかと思っております。 
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あと湯量の関係については、今おっしゃ

ったようなことで、何とか沸かしたりし

て、何とかなると思っていますけれども、

今、カメラを入れてみた結果、今定例会で

も補正予算の計上をさせていただいていま

すけれども、要するに、外から水が入っ

て、お湯自体がぬるくなり始めているとい

うことで、直す経費について今回補正予算

を組ませていただいております。 

そんなことも含めて、湯量が今後どうな

るのかについても、様子を見なければいけ

ないと、そんなふうに思っております。 

いずれにいたしましても、このドッグラ

ンの施設一つ考えても、なかなか犬に対す

るアレルギーを持っておられる方もおりま

すし、猫に対してもそうですし、そういっ

た意味からも、なかなか食べるところと一

緒がどうなのかという思いもしておりま

す。 

いずれにしましても、今後の対策とし

て、先ほど１回目の答弁でお話しさせてい

ただきましたけれども、グランピングであ

るとか、キャンピングパークだとか、そう

いうことが今話として出ておりますので、

そういうことも含めた中で、やはり４年か

けるのではなくて、もう少し短い期間にそ

ういったことを、要するに、客層をふや

す、そういったことを考えてまいりたい

と、そのように思っております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 実は、今、動物愛

護週間なのです。あしたまででしょうか。 

夜中に評論家がいろいろ話をしていて、

日本の場合、犬と人間との関わりについて

はまだまだ薄いけれど、大きく変わりつつ

あるという話をしておりました。 

美幌町のよさ、この点でも私はあるなと

思っているのですが、美幌町が捉えた平成

２５年から２９年までの５年間で、４５頭

の犬が捕獲されているのです。 

全国では１年間に１万頭を超える犬が、

殺処分されています。しかし、美幌町は、

この５年間殺処分ゼロなのです。 

４５頭の犬を放す不心得者がいるという

点では、４５頭も放されているということ

なのですけれど、放された犬の面倒を見ま

しょうという人が、全部それを引き受けて

おられて殺処分ゼロなのです。 

今、全国的には、２０２０年の東京オリ

ンピックまでに、日本の犬の殺処分ゼロに

しようということで、ピースワンコプロジ

ェクトというのができているのです。 

そこで、全国で１番殺処分が多いところ

が広島県なのですが、その中で、神石高原

町、ここでは、自分の町でその犬を何とか

面倒を見ましょうということで取り組みを

していたら、２年間でふるさと納税が８,６

６４万５,０００円全国から集まって、私は

愛犬家や動物を保護しようという人たちは

たくさんいると思います。 

まして、自分１人が旅行するのではな

く、犬も連れて旅行したいという人達が、

美幌町を見る目ががらっと変わるというふ

うに思うので、美幌町は動物に優しい町な

のだと、それと、オホーツク圏には１カ所

もない犬を連れて遊びに来てちょうだいと

いうことで入り込みが絶対に増えます。 

それから、犬を連れてレストランに入る

のではなく、レストランの窓越しに見える

ところにいるわけですから、アイスクリー

ムでも、軽食でも、運べばいいわけで、お

客さんが窓の外にいるという状態をつくる

べきだという意味で、近くの人は必ず行

く、近郊の人も行く、あるいは、旅人で犬

を同伴して、ドッグランも足湯も、自分も

足湯ができる、これだけ魅力があれば、非

常に美幌町を見直すというふうに思うの

で、できれば、しっかりした設計をつくっ

て、全国にふるさと納税を呼びかけるとい

うことも含めて、検討していただければと

いうふうに思います。 

ちなみに、今、グランピングというお話

が出ましたが、華麗なテントやロッジに宿



 

－ 85 － 

泊してということで、なかなか魅力はある

のですけれども、グラマラスプラスキャン

ピング、グラマラスでなくて私はいいと思

っているのです。たくさんの労働者が美幌

に来て、峠を見て、阿寒にもいく、安い費

用で宿泊もできるということも含めて、グ

ランピングにはあえてこだわらなくても、

しかし、ロッジのようなものがあって、格

安で泊まれるのなら、泊っていくだろうと

いう思いもするので、そんなことも含め

て、本腰を入れた検討は検討でやっていた

だきたいのですけれど、ぜひ、新しい視点

で、大至急検討していただけないかという

ことだけ申し上げて、あと７分程度しかな

くなったので、そういう意味で、町長いか

がですか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 新しい発想でどう

かという話ですけれども、もちろん、新し

い発想も必要でありますので、そういった

ことも、今お伺いした内容も含めて、早急

に検討してまいりたいと、そのように思っ

ております。 

どうかよろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） もう残り時間がな

くなりました。 

申しわけないと思います。 

美幌高校への支援拡大で、結論的に申し

上げたいと思うのですが、地元の中学校卒

業生が地元の高校に半分入らないというこ

とについては、半分以上と言った方がいい

でしょうか、これは、町として深刻に考え

るべきことだと思います。 

確かに、道立高校ではあるのですけれ

ど、町に１校しかないという意味で、深刻

に考えるべきだなと思っています。 

済みません、後ろの方には見えないです

けど、これは、８月末に訓子府高校が経済

の伝書鳩に広告を載せました。去年も含め

て言えば、津別高校だとか、女満別高校、

そういうところもこういう宣伝もしている

という話を聞きます。これを見たときに、

一生懸命だというふうに私は思うのです。

町が一生懸命だと。必死だなと。 

実は、質問通告は町長と教育長というふ

うにいたしました。 

時間がないので、普通は教育長答弁にな

るのかもしれませんけれど、町長に御答弁

いただきたいと思うのですが、ずっと問題

になっているのは、生産環境科学科、いわ

ゆる農業科の受験生が非常に少なくて、廃

科になるのではないかということでは議論

になっていますが、私は普通科２間口があ

って、例えば、ことしは５３人、去年は４

８人ということで、１間口になる可能性を

多分に秘めているということで、大変危機

感を持っています。 

ぜひ、御検討いただきたいのは、ことし

の１月２７日に高校生議会が開かれて、私

も傍聴させていただいたのですが、その中

で、大変いい御提案がされているなと思う

のですが、一つは、美幌高校通学者に対す

る補助について、１３番議員が発言され

て、町長は、農業科以外の生徒の皆さんに

対する支援策も含め、美幌高校への入学者

増につながる対策を検討してまいりたいと

答弁しています。それから、７番議員の町

民アンケートを取ったらどうだと、これは

町おこしについてのものなのですけれど

も、その中でも、町長の答弁として、今後

におきましても、中学生、高校生を対象と

したまちづくりに関するアンケートを含

め、さまざまな分野などでアンケートを実

施していくという答弁もされている。 

全くそうだと思うのです。 

中学生がどの高校を選ぶか、あるいは、

現在行っている高校生が、今の学校に対し

てどういう改善策を考えているか、あるい

は不十分なのはどこかということで、ぜ

ひ、対象となっている生徒さんの声を聞く

と、そして、少なくとも美幌高校の生徒会

の皆さんから、有権者も含まれているの
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で、ぜひ、我が学校、高校に対して町にど

んなことをやってほしいと思っているかと

いうことを、胸襟を開いて話を聞かせてと

いうことで、動いていただきたいというふ

うに思うのですが、いかがでしょう。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 次の世代を担う高

校生には、そういった機会をなるべく多く

とっていきたいと思っております。 

この前、模擬議会をやったわけでありま

すけれども、その中で、ふるさと祭りにつ

いても随分いろんな意見が出ておりまし

た。 

それで、ふるさと祭りの実行委員会で

も、高校生を呼んで、お話を聞きたいとい

う意向も持っておられるようでありますの

で、そういったことを切り口に、我々も、

今おっしゃったようなことも含めて、やは

り取り組んでいかなければならないという

思いをしているところでありますので、も

う少し時間がかかるかもしれませんけれど

も、そういった方向で考えていきたいとい

う思いはしております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） あと１分を切りま

したので、私はそういう意味で、（仮称）

協議会ができていないということについて

は、テンポが遅い、そういう思いをしてい

ます。 

町長を先頭として、どう取り組むのかと

いうことにもかかわって、一つの自治体で

は、既に学校案内を始めているということ

で、北見にとられるという状況ではあるの

だけれど、逆に、北見から美幌においで

と、逆に引っ張る方法もあるのだろうとい

うふうに思いますので、直ちに、協議会を

考えて、町長がトップで検討していただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） その会の会長は、

町長であるかどうかは別として、もちろん

深くかかわっていかないといけないと思っ

ております。 

２校が１校になったときに、私が会長に

なっていまして、２校を１校に、町民の皆

さん含めて賛同いただき、今の形になった

ので、あれからまだ１０年もたっていない

うちに、今、まさに一つの農業科の学科が

切られようとしていましたので、これにつ

いては、承服しかねるという立場で、３３

年まで一応待ってもらいましたけれども、

いずれにしましても、この地方に唯一の農

業科がある学校が、それがなくなるという

ことは、北海道庁も、それから北海道教育

委員会も何を考えているのだという思い

で、今お話を聞いておりました。 

そんなことも含めて、しっかりとした対

応をこれからもしていきたい、そのように

思っております。 

○議長（大原 昇君） これで、２番大江

道男さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１４時３０分といたします。 

午後 ２時１５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 〔登壇〕 私

は、さきに通告いたしました４点、５項目

について質問いたします。 

まず１点目、胆振東部地震による停電に

ついて。 

１項目め、長時間停電で見えてきた課題

について。 

２項目め、将来における電力のあり方に

ついて。 

２点目といたしまして、イベント用備品

についてです。 

１項目、イベント用テーブル、椅子の購

入について。 
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３点目は、集会室の備品についてです。 

１項目、旭集会室のテーブル、椅子対応

について。 

４点目といたしましては、教育行政につ

いて。 

１項目、小中学生の重いかばん対策につ

いてです。 

それでは、１点目より質問させていただ

きます。 

胆振東部地震による停電について。 

胆振東部地震による停電で見えてきた課

題についてです。 

９月６日未明の胆振東部地震による長時

間停電は、水道水が供給できたことと、プ

ロパンガスが使えたことが幸いであったも

のの、長時間停電は、町民生活に大きな不

安を与えたと考えます。 

町は、防災グッズなどを配付して防災意

識を高めてきた経緯もありますが、今回の

停電は、電池の買い置きが足りない、携帯

の充電ができない、特に、オール電化住宅

での調理に苦労したなどの課題も見えてき

たのではないかと考えます。 

また、町としての新たな課題も見えてき

たのではないかと考えます。 

災害から日も浅く、今後も部局ごとのし

っかりとした検証を行い、新たな取り組み

もされていくことと考えますが、今回の長

時間停電の経験を踏まえて、新たに取らな

ければならない対策などがありましたら、

お聞かせください。 

２項目めの、将来における電力のあり方

について。 

将来における電力の供給のあり方につい

て、道東、オホーツク圏といった広域的な

取り組みも必要ではないかと考えますが、

町長のお考えがあればお聞かせください。 

２点目のイベント用テーブル、椅子の購

入についてです。 

平成２５年９月定例会、平成２９年９月

定例会において、この質問をしております

が、平成２６年に美幌商工会議所６０周年

における御寄附もあり、現在、軽くて使い

やすいテーブルが８０台、椅子が２３０脚

あり、古くて重いものがテーブル８８台、

椅子４５０脚あるとのことですが、火やガ

スを使用する場合や、イベントが重なった

場合は、古いもので対応しており、今後は

用途やイベントの規模、保管場所、傷み具

合などを考慮して、更新計画を策定しなが

ら進めていきたいとの答弁でしたが、使用

に耐えないものなどがあり、その後の状況

についてお聞かせください。 

３点目の集会室の備品についてです。 

集会室のテーブル、椅子対応について。 

旭集会室のテーブルや椅子については、

議会報告会のときに、使用する自治会高齢

者団体から意見があり、平成３０年６月定

例会で一般質問をする議員もいましたが、

自治会の活動拠点でもある地域集会室には

立派なところもあれば、質素なところもあ

り、常々地域に差を感じているところであ

ります。 

私の考えといたしましては、遠くにある

立派な集会室より、質素でも近くにある行

きやすい集まりやすいところが使い勝手が

よいと考えています。 

旭集会室に集う高齢者も９０歳を超える

方が数多くいらっしゃいます。低いテーブ

ルにパイプ椅子といった状態で食事をして

おり、会話もスムーズにいかないのが現状

です。限られたスペースに椅子とテーブル

となると、どこかのおさがりというわけに

もいきません。 

高齢者が少しでも地域で自立して生きら

れるよう、地域住民は非常に努力をしてい

ますが、使い勝手のよいテーブルや椅子で

地域活動しやすい環境を整える考えはある

のか、町長のお考えをお聞かせください。 

４点目といたしまして、教育行政の小中

学生の重いかばん対策についてです。 

教科書や教材を入れた小中学生のランド

セルやかばんが重いとの意見があること

で、文部科学省は９月３日、通学時の持ち



 

－ 88 － 

物重量負担軽減に向け、適切に工夫するよ

うに全国の教育委員会に求める方針を決

め、近く通知を出すとの報道がありまし

た。 

小中学生の通学かばんが重くなった理由

は、２０１１年から２０１２年に始まった

脱ゆとりによる学習内容の増加や、わかり

やすさを重視した教科書の大判化などが指

摘されています。 

文部科学省の教科書目録によると、２０

１８年の教科書の総ページ数は２００６年

と比べ、小学校では３８％増加し、中学校

では３１％増加しているとのことです。 

健康に影響を与えかねない重さに達して

おり、教育委員会が負担軽減に配慮するよ

う要請している地域もあるとのことです

が、町内での各学校での実態調査などはど

うなっているのでしょうか。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 岡本議

員の質問にお答えをしたいと思います。 

４番目の教育行政については、後ほど教

育委員会のほうから答弁をさせていただき

たいと思います。 

一つ目の胆振東部地震による停電につい

てでありますが、１点目の長時間停電で見

えてきた課題についてでありますが、町民

の皆様が必要とする食料品、ガソリンの販

売情報などについて正確な情報をリアルタ

イムで発信する必要があると考えておりま

す。 

また、物流の停滞により、多くの商品が

品薄となったことを踏まえ、日ごろから保

存食、乾電池、ラジオなどといった災害時

に必要なものを町民の皆様がそれぞれ備え

ていただくことや、有事の際の冬期間にお

ける暖房対策などについても呼びかけてい

きたいと考えております。 

２点目の将来における電力のあり方につ

いてでありますが、胆振東部地震では、震

源地近くに立地する苫東厚真火力発電所が

被災し、道内全域が停電するブラックアウ

トが発生しました。 

北海道最大の火力発電所である苫東厚真

発電所が損壊、緊急停止したため、他の発

電所も発電設備を保護するために、順次自

動停止となったことが要因であります。 

北海道と本州とは、海底ケーブル北本連

系線によって電力を融通できる状態にあり

ますが、今回の緊急時では十分に機能しな

かったことから、結果として北海道の電力

供給は、危機事象に対して、事実上孤立し

ている状況であることが、明らかになった

ものと受けとめております。 

北海道電力では、石狩湾新港に建設中の

液化天然ガス火力発電所の試運転を前倒し

する一方で、北海道と本州を結ぶ北本連系

線の増強工事を進めており、再び道内全域

が停電に陥る事態を回避するための対策も

進めていく考えであります。 

いずれにしましても、道内の電力供給の

約半分を１カ所の発電所に集中させず、発

電所の立地を分散しておくことで、一部の

発電所が被災しても広域停電を回避するた

めの対策が必要と思われます。 

さらに、太陽光や風力などの再生可能エ

ネルギーの有効活用を含め、電力の安定供

給に向けた有効な方策を検討していくこと

が求められています。 

町といたしましては、北海道全域が停電

に陥るという事態を２度と繰り返さないた

めにも、北海道における電力の安定供給体

制の強化を要請してまいりたいと存じま

す。 

次に、イベント用備品についてでありま

す。 

イベント用テーブル、椅子の購入につい

てでありますが、昨年度に行事用備品整備

計画を策定し、今年度より順次古いテーブ

ルと椅子の更新をしていくこととしており

ます。テーブルにつきましては、熱に強い

調理用のものを優先的に購入することと

し、過去の使用実績をもとに２０台購入予
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定であり、今年度１０台を購入したところ

であります。 

今後におきましては、古いテーブルと椅

子の更新に係る整備計画の見直しを行い、

早期に整備が図られるよう取り組んでまい

りたいと考えておりますので、御理解をお

願いをいたしたいと思います。 

次に、集会室の備品についてであります

が、旭集会室のテーブル、椅子の対応につ

いてでありますが、集会室の備品の整備

は、各自治会の財政状況により異なるもの

と考えております。 

また、高齢化により集会室を利用する場

合に、旭集会室に限らず、足の長いテーブ

ルと椅子が必要となってきていることは理

解しているところであります。 

各自治会におかれましては、厳しい財政

状況の中、地域活動に努力されていること

は十分理解しておりますので、今後、各自

治会のテーブル、椅子の整備状況と必要数

の意向調査を行い、活動環境整備に向けて

検討してまいりたいと考えておりますの

で、御理解のほどよろしくお願いをいたし

たいと思います。 

以上、答弁させていただきました。 

よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 〔登壇〕 岡本

議員の御質問に答弁いたします。 

小中学生の重いかばん対策についてです

が、小中学生の重いかばんをめぐる問題で

は、道内の６市の教育委員会が、小中学校

に対して負担軽減に配慮するよう要請した

ことが報道されました。 

本町では、新聞報道を受け、９月開催の

校長会議において、この問題の情報交換と

対応について協議を行ったところでありま

す。 

各学校の取り組み状況としましては、保

護者アンケートでの重いかばんに対する意

見を踏まえ、校内で対応について協議を予

定している学校や、学年ごとに置いてもよ

い教材を生徒に示している学校、各担任が

許可している学校など、学校ごとに対応状

況を確認したところであります。 

教育委員会といたしましては、教科書や

その他教材等は、家庭学習を視野に入れた

指導が重要と認識しており、文部科学省通

知による工夫例や、北海道教育委員会によ

る実態調査などを参考として、何を学校に

置くこととするかについて、校長会や保護

者などとともに連携を図りながら、児童生

徒の携行品の重さや量について、検討して

まいりたいと考えております。 

以上、答弁をいたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 今回の停電に関

しましては、行政報告の質疑などもありま

したし、何人かの議員が質問いたしました

ので、なるべく重ならないような質問をし

ていきたいと思います。 

まず、見えてきた課題、発電機などを動

かす燃料の備蓄は重大だということや、夏

の間だからよかったものの、これが冬の期

間になったら大変なことになるというふう

に思っています。 

燃料の補給ということを考えますと、車

のガソリン、それから発電機の燃料とかい

ろいろあると思いますし、答弁でもありま

したように協定を結んでいるので、優先的

にという話もされましたけれども、やは

り、必要なときには一般住民も同じような

ものを必要と感じると思うのですけれど

も、燃料の補給ということでは、平常はど

ういうことを考えているのでしょうか。 

例えば、半分まできたら補給してもらう

のか、それとも、３分の１なのか、私は、

やはり今回のことを踏まえて、灯油などで

も半分になったら必ず入れてもらうように

しなくてはだめだというふうに感じている

のですけれど、その燃料補給ということで
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は、例えば、町で指針というか、そういう

ものを持っているのかどうかお聞きしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） それぞれの施

設で利用しております燃料補給について、

一定の基準により補給するという基準は持

ってございませんが、それぞれ使用するに

支障のない中で、判断をして補給をしてい

るものだというふうに考えてございます。 

公用車につきましては、使い終わったら

極力補給をしていただくという形で職員の

ほうには指導しているところでございま

す。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 今回のことを踏

まえれば、私の家もそうなのですけど、業

者の方に適当なときに入れておいてという

ふうにお任せ状態になっているのですけれ

ど、やはりそういうことではだめだと、い

ろんな有事のことを考えれば、常に半分以

上になっていなければならないとか、例え

ば、３分の１以上がなければならないとい

う、はっきりしたものを決めていくべきで

はないかというふうに考えますけれど、こ

の辺は町長どうお考えでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） どのように決める

かは難しいと思いますけれども、ただ、自

分の命を守るということになれば、やはり

なくなったら常に満タン状態にしていくと

いうことを、これはもう自分で自分の命を

守るためにどうするかということを考えた

ら、あるいは、家族がおられる方は家族の

命をどうやって守るか考えたら、冬場に向

けてこれから我々もＰＲしていかないとい

けないと思いますけれども、常に満タン状

態にしておくという状態が１番いいのでは

ないか、そして、もう一つは、灯油でも電

気が通らなかったら使えないストーブがあ

りますので、電池で作動するストーブをぜ

ひとも用意していただきたいと、そんな思

いで今回の反省を踏まえて、今回の議会で

明らかになった部分では、そういうことが

大変重要だと思っております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 先ほど質問しま

したように、今回の災害で住民の方も自分

の反省というのはかなり聞かれますし、私

は、やはり反省する点は往々にしてありま

す。 

ただ、公共施設として、役場とか、いろ

んな施設として、これからこの燃料に対す

る指針というのでしょうか、常に半分にと

か、３分の１はとか、そういうことを今ま

で以上にもっと気を配って、しっかりと準

備をするということが大切ではないかとい

うふうに感じました。 

それと、各家庭へ配布したものの中で、

やはり足りないものがあるということで、

まだまだこういうものが必要ですというこ

とで、近々広報などで呼びかけていく、ま

だこの熱の冷めやらないうちに、住民みず

からが用意していただくものをしっかりと

周知していただかなければ、今回のように

停電になれば、本当に自分でやらなければ

だめだということがかなりわかりましたの

で、広報は全戸配布なものですから、しっ

かりと呼びかけていっていただきたいと思

います。 

先ほども、情報の伝達ということでいろ

いろありましたけれど、私は、例えば、冬

の時期の吹雪などの災害では通用しないの

ですけれども、私はやはり元に戻って、新

聞というか、壁新聞ですか、東日本大震災

のときに情報がない中で、地元紙が壁新聞

を張り出したという記事を読んだことあり

ます。私も青稲会館とか、元町の用水館だ

とか、駅とか、町内何カ所かに、例えば、

水道が止まるというデマがあれば、その情

報を張り出すということも元に戻ってそう

いう状態もいいかなというふうに思いま
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す。 

隣の８０代の方は、７日の夕方ぐらいま

で停電だということがわからなかったよう

なのですけれども、やはり、そういうデマ

があったら、ここに確かめに行ったらいい

というような場所もつくっておかなければ

いけないだろうし、あと、災害時に通じる

公衆電話のある場所、今はなかなか少ない

ですけれど、そういうことも、しっかり周

知させていかなければというふうに考えて

ますけれど、その辺はどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今回の反省を踏ま

えて、広報等でどういうふうにしていく

か、今後の取り組みをどうするかについて

は、担当とよく話してみたいと、そのよう

に思っております。 

あとは、壁新聞の話です。これは避難所

ができてからの話ではなく、どういうとき

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 壁新聞という

か、役場なら役場、それから駅とか、町内

要所要所に張り出すということです。 

何カ所にもなると大変ですけれど、４カ

所や５カ所であれば、水道はとまりません

とか、そういうふうに役場からの情報とし

て発信することも必要かなというふうに思

います。 

そして、今回こういうことで、大変な時

期をみんなで乗り切ったわけなのですけれ

ども、そんな中でも、やはりコンビニが自

分のところで白いおにぎりをつくって販売

していただいたとか、そういうありがたい

こともありますので、本当にありがたい話

だなというふうに思っています。 

課題はこれからまだまだ掘り下げて検証

するわけだと思うのですけれど、例えば、

宅配の食事などもこういうときには、ある

程度パンなどは冷凍庫に入れておいて、何

日分かはしのげるような、宅配を受ける側

もそういう対応が必要だと感じました。 

次に、今回の停電で、誰もがあんなとこ

ろに北海道の半分の電源があったのかとい

うことを、改めて知ったというふうに思い

ます。 

行政報告の質疑の中で、町長は、場面が

あれば、電力のあり方について発言してい

きたい、その旨の発言をされましたけど、

例えば、町長が発言するのはどういう場面

を想定しているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 活性化期成会であ

るとか、あるいは、電力会社も私どものほ

うにいろいろな説明に来たりということも

２カ月に１回ぐらいはあったかと思います

ので、そんな機会にしっかりと訴えていき

たいと、そのように思っております。 

それで、今お話しされた、分散型の電力

をどうつくるかというつくる場所ですが、

この分散化ですけれども、なかなか難しい

と聞いております。それはなぜかという

と、やはり北電の経営状態を考えると、な

かなか難しいというお話も聞いております

けれども、今回これだけの大きな被害と言

っていいと思いますけれども、全道的に全

道２９５万世帯が停電になるというのはか

つてないことですし、また、誰も想像して

いなかったのではないかという思いであり

ます。 

そんな中、今回起きたということで、北

電もそろそろそういった分散型の電源供給

を、やはり考えていかなければいけないの

ではないかとそんな思いをしているところ

でございます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 道議会でも、過

去に電源が集中しているということに対し

て懸念の声を上げる、問題視することもあ

ったようですけれども、深い議論にはなら

ずに終わったとの報道を目にしました。 

これは２００３年９月の十勝沖地震、震
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度６弱でも厚真の４号機が４日間にわたっ

て停止した。町長もおっしゃいましたけれ

ども、やはり発電のコスト減のために、電

力は集中して大型化する。低コストを考え

ればリスクが高くなるというふうに、今回

明確になったのではないかと思っていま

す。 

特定の電源に過度に依存すれば、大規模

な停電のリスクは避けられないとか、小規

模な発電所を分散して立地すれば、リスク

は小さくなると指摘する大学教授の話も、

このところ毎日のように報道でいろんな方

が発言していますので載っていました。 

そんな中、北海道では９月１１日の昼

は、家庭や一般企業の太陽光発電が、需要

の２割近くを担ったという報道もあり、活

躍したという経済産業省担当者のコメント

もありましたけれども、次の１２日には、

２０２０年には太陽光発電の買い取りが、

消費者の負担を下げるために今の半額にな

るのではないかという記事が出て、政府の

エネルギーに対する危うさが浮き彫りにな

っているなというふうに感じています。 

そういう中で、やはり、この道東の電源

を先に切ろうかという話もあったようなの

ですけれども、道東エリアで大地震の可能

性が発表されているのに、今までどおりに

電源が集中するというのは、私たちの地域

にとっては非常に不利だというふうに考え

ています。 

先ほど、町長は活性化期成会や、電力会

社に話をする機会があるというふうに言い

ましたけれど、私は、これは美幌町だけの

問題ではなく、他市町村、オホーツク圏全

体で、電力会社なり、これは国が許可する

事業ということで、国や道に電力のあり方

についてしっかりと対応を足並みそろえて

するべきではないかというふうに考えてい

ますけれども、町長、お考えがあればお聞

かせください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 先ほど言ったこと

が全てだと思っています。ですから、機会

あるごとにこういった声を上げていかなけ

ればいけないと思っております。そうしな

いと何かしら終わってしまうと、終わって

しまって、次のいろんな事故やら、事件や

ら、大災害に当たって、それが生かされな

いような形でいくということになれば、も

う一度こんな生活に戻らないといけないと

いうことにはならないようにしっかりと訴

えていきたいなと、そんな思いでありま

す。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） すぐできるもの

ではありませんけれども、やはり、電気と

いうのは私たちの世界、今の世の中では１

番のインフラだと思いますので、これは広

域的な取り組み、考え方が必要だと思いま

すので、今後も町長にはこのことについて

動いていっていただきたいと思っていま

す。 

次に、２点目のイベント用テーブル、椅

子の購入について入ってまいります。 

ことし、調理に対応する１０台を購入し

ましたということなのですけれど、あと１

０台購入する予定ということだったのです

けれども、美幌のふるさと祭り、昨日の一

般質問を聞いてましたら２０数件の飲食関

係があるということで、１軒に１台貸した

としたら少し足りないというふうに思いな

がらも聞いていたわけですけれども、美幌

の花火大会のあるお祭りも、地方からお店

を出店していただいたりして、ほかからも

たくさん参加していただいていますので、

この辺で２０台というふうに決めたことの

根拠があればお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今、調理台と

して利用する机として、最大の貸し出し数

が今まで２０台ということでしたので、最

大の貸し出しの数であります２０台に合わ

せた購入計画を持っているというところで
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ございます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） きのうから聞い

ていると、調理台２０台では足りないかな

というふうに思っています。何とか耐火ボ

ードを置いたりして工夫はしていますけ

ど、ただ、かなり傷んだものもあるので、

一度しっかりと１台１台検証していただき

たいというふうに切に思います。 

新しくてきれいなものばかりがあれば本

当に１番いいのですけれど、使えないよう

なものまでまじっている。それが出てくる

ということは、かなり足りないというふう

に私は感じていますので、１台１台しっか

り、お忙しいでしょうけれども、点検して

いただきたいというふうに考えています。 

美幌は町のわりに、そして、高齢化が進

んでいますけれども、やはりイベントが多

くて、それなりの人が出てきています。そ

のイベントを見ていましても、高齢化と言

いながらも高齢の人と若い人が、私は良い

状態で入りまじって、イベントを盛り上げ

ていただいているというふうに思っている

のです。 

せっかくこういうふうにやっていただい

ているときに、環境整備はしていただきた

い。活動しやすいような対応をすべきだな

というふうに思っています。 

年次的にそろえるということなのですけ

れども、ある程度早目にしなければ、立派

なものがそろったときにはイベントがなく

なっているということでは寂しいなという

ふうに思っています。 

早期に整備が図られるようにという答弁

もありましたけど、具体的に、ことしは１

０台なのですが、何年間のうちにはとか、

そういうお考えがあるのかどうか、お聞か

せください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 昨年策定いた

しました行事用備品の整備計画の中では、

必要な備品類等について、平成３８年度ま

での購入ということで計画をしていたとこ

ろでございます。 

この３８年度までに調理用の机２０台、

それから一般用の机７０台と椅子２１０脚

ということで予定をしておりましたけれど

も、最終年度３８年だというふうに考えて

おりましたが、これを何年前倒しできるか

わかりませんけれども、前倒しした形で計

画数量に近い数量は、早い年度の中で整備

できるような形で取り進めていきたいとい

うふうに考えてございます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 私は、余りなん

でも寄附を募るということは好きではない

ですけど、例えば、目的を持って出店者の

中から、１，０００円でも２,０００円でも

というか、気持ちで寄附を募るというのも

一考かなというふうに思います。 

そのときに、テーブルや椅子を、例え

ば、寄附されたら、名前を書いてあげると

いう、そういう考えがあってもいいのでは

ないかというふうに思いますけど、町長、

そういうことはどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 名前を書いたりす

ることがどうなのかは、今にわかにお答え

できませんけれども、いずれにしまして

も、今総務部長のほうから答弁させていた

だいたように、調理用の机が３０年１０台

と３１年１０台、その他の机が７年間で７

０台、各１０台ずつです。そして、椅子

は、各年度３０脚ということで、これも７

年かけて２１０脚ということで、これから

３８年まで待たないと椅子は２１０脚そろ

わないということでありますので、これは

合計金額でいうと５０万７,６００円です。

これを前倒しして、半分ぐらいにしても１

００万円ずつですから、１００万円で美幌

町の財政がおかしくなることはないと思い

ますので、そんなことを話しておりますの
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で、いずれしましても、早い機会にテーブ

ル、椅子については購入していきたいとそ

のように思っております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） ３８年と考える

と、そうしたら自分は何歳か、イベントを

手伝えるか、いけるかなというふうにも思

いましたけれど、今、町長の答弁を聞いた

ら、早くなりそうなのでありがたいことだ

と思っています。 

私は、先ほどの花の問題じゃないですけ

ど、町を愛する人たちが、収入ということ

よりも町を盛り上げようという人たちが、

イベントをやっていただいているのではな

いかと思っています。そこに収入があった

としても、それはいろんな団体の活動資金

になっているのです。 

そんなことではありがたいというふうに

思っていますので、高齢になっても手伝え

るくらいの負担の軽減は、町で考えていた

だきたいというふうに思っていますし、

今、町長の答弁聞いてますと１００万円ぐ

らいと言うのであったら本当にありがたい

ことです。 

これで、この質問は終わらせていただき

ます。 

次に、テーブルと椅子のことばかり言い

ますけれども、旭集会室のテーブル、椅子

の対応について、質問に入ってまいりま

す。 

答弁では、旭集会室の備品の整備は、各

自治会の財政状況によって異なる。そし

て、集会室の備品は各自治会で整備してい

るところもあるのですけれども、これは各

自治会で整備しなさいということなのでし

ょうか。 

この辺のことをはっきりお答えいただき

たいと思いますし、旭集会室に限らず、足

の長いテーブルと椅子が必要となっている

ことは理解しているということなのですけ

れども、私も旭集会室とは書いていますけ

ど、これは状況がよくわかっているので書

いておりますけれども、自治会の活動拠点

というのは、旭集会室だけではなくて町内

にもっともっとあります。 

立派なところもあれば、そうでないとこ

ろもある。 

そうでないところは活動しやすいよう

に、それなりの工夫が必要ではないかとい

うふうに思っているのですけれども、この

集会室の備品は、各自治会で整備するとい

うふうに決めることなのか、答弁を見てい

るとそうでもないようなことも書かれてい

ますし、その辺のところを、まず答弁して

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まず、それぞ

れの集会室におきましては、机、それから

椅子、これについては各自治会のほうで用

意をしていただくということでお願いをし

ているところでございます。 

ただ、集会室の改築、あるいは新築があ

った場合については、その分は用意をさせ

ていただいておりますけれども、通常の単

純更新につきましては、各自治会のほうに

お願いをしているというところでございま

す。 

今、議員おっしゃるとおり、高齢化によ

り、当初自治会のほうで購入をしたものに

ついては、だんだん使いづらくなっている

という声も数多く聞いております。 

そういった中で、１回目の答弁にもござ

いましたけれども、それぞれの各集会室に

おいての机、椅子を含めた備品の整備状

況、あるいは、どういったものが必要かと

いうことも含めて、１度早急に調査をした

いというふうに考えてございます。 

その調査結果に基づいて、どのような制

度設計が行政として組めるのか、検討を図

っていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 
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○８番（岡本美代子君） 最初に用意した

ものは町で用意して、更新のときはという

ふうな話だったのですけど、その実態把握

といいますか、高齢者がどういうところに

集まってやっているかということを、本当

に実態を把握していただきたいなと思いま

す。 

やはり、下に座っている人と高い椅子に

座っている人がいると、でこぼこで座って

いるとしても小さくなっていますので、話

が見えなくなったり、普通のパイプ椅子で

いいとは私は見ていないのです。 

高齢者に座りやすい高さの低いテーブル

だったり、低い椅子だったり、椅子でもち

ょっと違うのではないかというふうに考え

ていますので、どういう状況の中でやって

いるのかということを、実態を見ていただ

きたいと思います。 

役場のほうでも健康推進の方などが来

て、いろんな勉強会などをしていますの

で、全く見ていないということではないの

でしょうけれど、実態を把握していただき

たいです。 

把握するということは、全部かどうかわ

かりませんけど、いつごろまでに考えてい

るのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 早急に実施を

したいというふうに考えております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 東京都の健康長

寿医療センターの研究チームが、日常生活

に問題がなくても、他人との交流機会が少

なかったり、外出を余りしない高齢者は、

そうでない人に比べて６年後の死亡率が

２．２倍になるというふうな研究結果を発

表しています。 

これは２００８年から２０１４年に２,０

２３人を、他人とのコミュニケーションが

週１回あるか、ないかとか、外出が１日１

回未満かどうかとか、４項目に分けて調査

した結果だというふうに発表していますけ

れども、高齢者でも身体的に活動的な生活

が大事であり、その交流と外出の両方の機

会を持つべきだというふうに発表されてい

ます。 

私は、いろんなところで食事会をやって

いますけど、これは、大体月１回というと

ころが多いのです。でも、その月１回の食

事会に行く、行かないの連絡だったり、そ

こで知り合いになっているので、あの人こ

のごろ弱っているとか、そういう見守りの

根幹といいますか、見守る機会になりま

す。 

そして、来なかったら来ないで、このご

ろどうしているのだろうとか、そういうこ

とで、そこへ来ている人たちはデイサービ

スにも行ってませんし、自立して生活して

いる方が非常に多いということなのです。 

これは、介護保険が今はもう１８億円ぐ

らいありますけど、やはり、これからの超

高齢化社会には、いつまで自立で自分の地

域で生活していただけるかということが、

重要になってくるのではないかと思ってい

ます。 

高齢者が、高齢者を支える。元気な高齢

者が、ちょっと弱った高齢者を支えたり、

元気な方は週に何回か働いて、町の生産性

を支えるとか、高齢化社会を乗り切るため

には、私は、高齢者の活躍がすごく大切だ

と思っていますし、支える側も楽しく支え

合うということが、その町の力になったり

するのではないかなというふうに思ってい

ます。 

実際に目にしているのは、支え合って生

きている人たちを数多く見ていますので、

すごく大切なことだというふうに感じてい

ます。 

先ほど言いましたように、月１回の食事

会でも勉強したり、歌をうたったり、元気

な人はパークゴルフをしたりとか、交流の

源になっているのです。 

先ほど、早急に調査するという力強い回
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答をいただきましたので、安心しています

けれども、この整備に対しては、ある程度

お金のかかることだと思うのですけど、高

齢者の生きがいのためにという御寄附もい

ただいたような記憶がありますので、そう

いうものを使って、高齢者が自立して少し

でも地域で生活ができるような環境づくり

に使っていただけないかと思いますし、ま

た、トイレなんかも男女一緒というところ

もあります。そういうところでは、使いづ

らいという現状がありますので、先ほど総

務部長の答弁がありましたけれども、１件

１件活動状況、できれば活動をしていると

きに見に来ていただきたいというふうに感

じていますが、答弁がありましたらお願い

します。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 先ほども答弁

させていただきましたけれども、それぞれ

集会室が、コミュニティーの場として重要

な役割を果たしているということについて

は、行政としても十分認識をしているとこ

ろでございます。 

特に、高齢者の方が椅子があわないとい

うことで、集会室のほうに足を運ぶことが

なくなるというようなことをつくってはい

けないだろうというふうに思っていますの

で、先ほど言いましたとおり、早急に調査

をしながら、その中でどういった制度がで

きるかということについては検討を図りた

いというふうに思っていますし、例えば、

今集会室の改修については補助制度を持っ

ていますが、この中に備品が入れられるか

どうか、そういったものも含めて、どうい

う制度設計がいいのか調査結果を見なが

ら、検討を進めていきたいというふうに考

えてございます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今、総務部長が答

弁したように、例えば、椅子が不便で、あ

るいは机とのミスマッチで、そういうこと

で外出はしたくない、人にも会いたくなく

なってくるということは、非常に不幸なこ

とだと思いますし、自立が重要だというこ

とも、私どもも同じような気持ちでありま

す。 

それこそ美幌町が標榜している、長生き

を楽しめるまち、これに反する行為だと私

は思いますので、今総務部長が答弁したよ

うに、早急に椅子の整備状況と必要数のア

ンケートといいますか調査をして、それで

どうできるかは、また判断をしていきたい

とそのように思っております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 早急に対応して

いただけるということで、この質問は終わ

りたいと思いますけれども、やはり６０歳

後半の方から９０歳半ばぐらいの方までが

いらっしゃるということは、耳も不自由だ

ったりして、意思の疎通が図れなかった

り、高さがあったりして、そのためにマイ

クを買ったりして、いろいろ工夫はしてい

るわけですけれども、なかなか全部の予算

を取るというわけにはいきませんので、早

い対応が望まれます。 

先月来ていただいた方が今月来られなく

なったとか、そういう本当に最後まで地域

に喜んで来ていただいてる方もいるという

ことで、そういうコミュニティーが非常

に、つながりの深さになっていますし、生

きがいにもなっているというふうに感じま

すので、ぜひ、早い取り組みをというお願

いではないですけど、閉めさせていただき

ます。 

次に、重いかばんについての対策に入っ

ていきます。 

私もこの記事を見て、そのあとに学校の

先生と話をする機会がありまして、学校で

は、かばんの重さについては話し合った経

過もあったそうです。ただ、どうやってお

いておくか、置き場所の確保とか、そうい

うことに配慮が必要で、今、実現には至っ

ていないという話をお聞きしました。 
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かばんが重いということで、私も実際に

経験したことがあるのですけど、測ってみ

たら６キログラムぐらいのものだったので

すけれど、旅行しているときに半日以上持

っていると肩が痛くなって、鏡を見たらこ

っちの肩が上がっていたという、大人でも

そういうことがあるのだなというふうに思

います。 

かばんが重いというのも、その子その子

によって違うと思うのです。体格がよかっ

たり、家が近かったりとか、体力があった

りとか、そういう、皆均一ではないと思い

ます。 

だから、例えば、かばんとか教材を置い

て行きたくない人もいると思いますし、う

ちの子に限っては置かせてくださいとい

う、そういうこともあると思います。 

それと、私が最初に懸念したのは、これ

で何かものを隠された、なくなったとか、

いたずらとかいじめとかの原因になっても

という懸念をしたのですけど、その辺、学

校でとれる対策としては、どういうものが

考えられるか、お考えがあればお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 答弁の中にも書

かせていただきましたけれども、現在のと

ころ、正直言って学校に任せております。

実情に合わせて、それぞれの学校がしっか

り検討をしているということもありますの

で、それは学校に任せたいというふうに思

っております。 

では、委員会としてどうなのかという話

になったときに、今、教材等を置くロッカ

ー等の整備状況とか、その辺の点検をし

て、そういう場所がなければ、やはり整備

しなくてはいけないのかなというふうに思

っております。 

具体的に言いますと、美中などは道のほ

うから高校を譲り受けて、そういう場所が

ないです。ですから、こういうことを考え

ると、整備しなくてはいけない。では、ど

こまで整備するかという話の中で、今ある

ところを全部鍵をかけてとか、そこまでは

正直言って考えていないというのが実態で

あります。 

きちんとハード的なものは委員会として

チェックをしたいですし、それからソフト

的というか、実際の学校での行為について

は、学校に委ねたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） ぜひ、答弁にあ

りましたように、校長や保護者などとも連

携を図りながらということですので、先ほ

ども言いましたように、個人によって負担

に感じているのは違うだろうと思いますけ

ど、その辺も含めて、ぜひ、取り組んでい

ただきたいと思います。 

これで、質問を終わらせていただきま

す。 

○議長（大原 昇君） これで、８番岡本

美代子さんの一般質問を終わります。 

以上で、一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１５時４０分といたします。 

午後 ３時２８分 休憩 

―――――――――――――――――― 

午後 ３時４０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 承認第１０号 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 承認第

１０号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案の２ペー

ジになります。 

承認第１０号専決処分の承認について御

説明を申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ
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り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。 

専決処分書。 

３ページになります。 

平成３０年度美幌町一般会計補正予算

（第５号）について、北海道胆振東部地震

による美幌町内全域停電のため急を要する

ので、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分する。 

専決日が、平成３０年９月６日。 

内容について御説明申し上げますので、

５ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

平成３０年度美幌町一般会計補正予算

（第５号）。 

平成３０年度美幌町の一般会計補正予算

（第５号）は、次に定めるところによる。 

今回の補正につきましては、９月６日午

前３時７分に胆振地方中東部を震源としま

す震度７の地震が発生し、この影響によ

り、３時２５分ごろから道内全域が停電、

復旧のめどが立たず、停電が長時間に及ぶ

ことが予想されたことから、本町におきま

しても災害対策本部を設置し、町民生活へ

の影響を最小限に食いとめるために、発電

機の設置等による対応に要した経費につい

て補正をお願いするものでございます。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１３６万１,０００円を追加し、歳

入歳出それぞれ１１０億３,５９３万７,０

００円とするものでございます。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げますので、１４ページ、

１５ページをお開きをいただきたいと思い

ます。 

歳出。 

２款総務費、１項総務管理費、１１目諸

費の中の災害対策事業費でございます。 

まず、消耗品２９万１,０００円につきま

しては、発電機給油用ポリタンク２６個を

購入したもので２万６,０００円を、それか

ら、発電機設置に係りますケーブルの購入

代金が２６万５,０００円のトータル２９万

１,０００円の補正でございます。 

その下、燃料費４７万７,０００円につき

ましては、発電機用燃料の軽油３,７１０.

６リットルの購入を行ったものでございま

す。 

手数料１万６,０００円につきましては、

美幌峠レストハウスに設置をいたしました

簡易トイレ２台分のくみ取り手数料及び臨

時避難所で使用いたしました毛布１３枚の

クリーニング料でございます。 

その下、業務等委託料、発電機設置等委

託料でございますけれども、これは、役

場、しゃきっとプラザ、国保病院など、１

２施設に設置をいたしました発電機設置及

び撤去に係ります委託料でございます。 

その下の借上料２万９,０００円につきま

しては、資機材等運搬のため２トントラッ

クを借り上げたものでございます。 

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１２、１３ページをお開きいただき

たいと思います。 

１９款繰越金、前年度繰越金の増１３６

万１,０００円。今補正に係ります財源を、

前年度繰越金に求めるものでございます。 

以上、御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） １５ページ、簡

単に言うと、職員の人件費、管理職もこう

いう災害においては、災害手当というか、

なんていう言葉が適当だったか忘れました

が、６日の未明でしたけど、７日に向けて

の夜間もあったと思っていますので、そう

いう対応も含めて、簡単に言えば、職員人

件費等の災害絡みで、というのは、管理職

もそういうことで対応をとっていきますと

過去に答弁いただいておりますので、そう
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いう管理職の配置もなかったのかというこ

とが疑問に思いますので、やはりきちんと

対応をとっているのであれば、それなりの

評価をすべきだという観点で、今回はそう

いう意味で、職員給与費というか、手当と

いうか、かかっていないのかどうか、遠慮

なく聞かせていただきます。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今回の専決の

補正には入ってございませんけれども、当

初予算で災害対応分として、職員給与費で

７００万円の予算計上をさせていただいて

ございます。その中で、今回の停電に係り

ます職員分が１５２人分で１２４万６,００

０円程度と、それから管理職につきまして

は、７人で４万９，０００円という形の時

間外が発生しております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

５番稲垣淳一さん。 

○５番（稲垣淳一君） １５ページの歳出

の件で、何点かお尋ねいたします。 

ポリタンクが消耗品で発生している。２

６個でしたか。これは、発電機に入れるた

めのポリタンクかと思うのですが、発電機

も大小あると思うのですが、先ほど、石油

商組合から燃料を供給されているというふ

うに私は理解したのですが、例えば、ロー

リーがいてぽんぽんぽんと入れてくるほど

のものではないものもあったということ

で、ポリタンクが必要だったということな

のかというのが１点。 

あと、２トントラックを借り上げていま

す。これは何日間の借り上げなのか、確か

町もトラックは持っていたはずですが、そ

れが足りなかったということなのでしょう

ね。 

あと、軽油３,７１０.６リットル、これ

は、例えば何社ぐらいの業者といいます

か、お店がこのために動いていたのか、わ

かる範囲でお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） １番最初のポ

リタンク購入２６個につきましては、ロー

リーで回れないところをポリタンクに給油

をして持っていくという形の対応を図るた

めに購入したものが２６個でございます。 

それから、２点目の２トントラックの借

用でございますけれども、ちょうどお祭り

とぶつかっていまして、役場のトラックが

お祭りの会場のほうに使用されるために、

車両が不足しているということで、２トン

トラックの借用を図ったものでございま

す。 

それから、３,７１０.６リッターの購入

した軽油につきましては、３社のほうから

購入をしているところでございます。 

それから、先ほど、吉住議員の質問の中

で、時間外が発生しておりますということ

で申し上げましたけれども、管理職につき

ましては、時間外手当ではなくて、管理職

員特別手当ということで４万９,０００円を

支給するということでございます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 最後にしますが、

３,７１０.６リットル、主に使われた場所

はどこの発電機になるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） ただ

いまの御質問でございます。主な給油場所

といたしましては、高野ポンプ所、美禽ポ

ンプ所、新興ポンプ所、田中配水池、日並

浄水場、高区配水池、豊栄配水池、給食セ

ンター、それと、国保病院、美幌町役場、

その他に防災行政無線の基地局等稼働用の

燃料及び町民会館ということになってござ

います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ
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ります。 

これから承認第１０号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 同意第３号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 同意第

３号美幌町教育委員会委員の任命について

を議題とします。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町長。 

○町長（土谷耕治君） 議案１６ページに

なります。 

同意第３号美幌町教育委員会委員の任命

について。 

本町教育委員会委員小川慶子氏は、平成

３０年９月２８日をもって任期満了となる

ので、次の者を任命いたしたく、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第４条第

２項の規定により、議会の同意を求めると

いう内容でございます。 

記、氏名、小川慶子氏、住所及び生年月

日につきましては、議案に記載のとおりで

あります。 

以上、御説明を申し上げました。 

よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから同意３号美幌町教育委員会委員

の任命についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、これに同意することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、同意することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 諮問第２号 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 諮問第

２号人権擁護委員候補者の推薦についてを

議題とします。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町長。 

○町長（土谷耕治君） 議案の１７ページ

でございます。 

諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦に

ついてであります。 

人権擁護委員長岡敬幸氏は、平成３０年

１２月３１日をもって任期満了となるの

で、次の者を候補者として推薦いたした

く、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より、議会の意見を求めるというものでご

ざいます。 

記、氏名、長岡敬幸氏、住所、生年月日

につきましては、議案に記載のとおりでご

ざいます。 

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、諮問第２号人権擁護委員候補

者の推薦についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、諮問のとおり適任とする意見に

賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、適任と答申するこ

とに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の議決 
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○議長（大原 昇君） お諮りします。 

もはや、４時近くになりましたが、あら

かじめ会議時間の延長をいたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第８５号 

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議案第

８５号美幌町家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の１８ペ

ージをお開き願います。 

議案第８５号美幌町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定について御説明申

し上げます。 

美幌町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を次のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１ページを

お開き願います。 

資料１、議案第８５号関係。 

条例名は省略させていただきます。 

改正の目的でありますが、国の家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準の一

部改正に伴い、同基準に準じて条例の一部

を改正するものであります。 

改正内容につきましては、１点目に、代

替保育の提供先の緩和として、家庭的保育

事業等では、保育所、認定こども園及び幼

稚園を連携施設として確保しなければなり

ませんが、家庭的保育事業所等の職員が病

気などの際に連携施設において保育を提供

する代替保育に限り、連携施設の確保が著

しく困難であると認める場合において、①

と記載しておりますが、家庭的保育事業者

と代替保育を提供する者との間で、それぞ

れの役割分担及び責任の所在が明確化され

ていること。 

②としまして、代替保育を提供する者の

本来の業務の遂行に支障がないようにする

ための措置が講じられていること、この要

件を満たす場合に、連携先を小規模保育事

業者等から確保できるものとする改正でご

ざいます。 

２点目は、食事の外部搬入の容認範囲の

拡大で、家庭的保育者の居宅で保育を提供

する家庭的保育事業者について、保育所等

から調理業務を受託している事業者のう

ち、乳幼児の状態に応じた食事の提供及び

アレルギー等への配慮に適切に応じること

ができる者として、町が認める者からの食

事の外部搬入を可能とするものでありま

す。 

３点目は、自園調理に関する規定の適用

猶予の延長で、家庭的保育事業のうち、家

庭的保育者の居宅で保育を提供する施設等

については、調理設備の確保が困難な実情

を踏まえ、必要な体制を確保する努力義務

を課しつつ、自園調理に関する規定の適用

を猶予する経過措置期間を１０年に延長す

るものであります。 

４点目は、今回の改正に伴います字句等

の整理でございます。 

新旧対照表は、２ページから５ページを

御参照願います。 

根拠法令等は、児童福祉法、家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準で、施

行日は公布の日であります。 

以上、御説明いたしました。 

御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行
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います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第８５号美幌町家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例制定につい

てを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第８６号 

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

８６号美幌町指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の２０ペ

ージをお開き願います。 

議案第８６号美幌町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制

定について御説明申し上げます。 

美幌町指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を次のように制

定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の６ページを

お開き願います。 

資料２、議案第８６号関係。 

条例名は省略させていただきます。 

改正の目的でございますが、地域包括ケ

アシステムの強化のための介護保険法等の

一部を改正する法律の施行に伴う関係政令

等の改正により、国の指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準が改正され、同基準に準じて条例の一

部を改正するものであります。 

改正内容につきましては、介護保険法第

８条第２項に規定する政令で定める者の範

囲が拡大することに伴い、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介

護を提供する者の範囲を従前どおりとする

ための改正でございます。 

新旧対照表は７ページから１２ページで

ございます。 

根拠法令等は、介護保険法、指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準で、施行日は公布の日からで

あります。 

以上、御説明いたしました。 

御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第８６号美幌町指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第８７号 

○議長（大原 昇君） 日程第８ 議案第

８７号美幌町地域包括支援センターの職員

及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の一部を改正する条例制定

についてを議題とします。 
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直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の２１ペ

ージをお開き願います。 

議案第８７号美幌町地域包括支援センタ

ーの職員及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例制定について御説明申し上げます。 

美幌町地域包括支援センターの職員及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１３ページ

をお開き願います。 

資料３、議案第８７号関係。 

条例名は省略させていただきます。 

改正の目的でございますが、介護保険法

施行規則の改正により、主任介護支援専門

員更新研修の受講に係る経過措置が改正さ

れたことに伴いまして、条例の一部を改正

するものであります。 

改正内容につきましては、主任介護支援

専門員更新研修に係る経過措置について、

受講要件を満たす者は、経過措置期間が終

了するまで主任介護支援専門員とみなすこ

ととするものでございます。 

新旧対照表につきましては、１４ページ

を御参照願います。 

根拠法令等は、介護保険法、介護保険法

施行規則で、施行日は公布の日でありま

す。 

以上、御説明いたしました。 

御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第８７号美幌町地域包括

支援センターの職員及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の一部

を改正する条例制定についてを採決しま

す。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

──────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日は、これで散会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後 ４時０４分 散会   
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